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総 務 文 教 委 員 会 

 

日   時 平成２５年３月１３日（水）午前１０時００分開会－午後３時４９分閉会 

場   所 役場３階 第２委員会室 

 

出席委員 反保委員長、竹原副委員長、川端、奥野、小川、田島、中原、辻下 

      鍛治監査委員 

 

欠席委員 なし 

 

傍聴議員 竹内、豊国、和田、出口 

 

出席理事者  田代町長、中口副町長、笠間教育長 

  单まちづくり戦略室長、白井総務部長兼財政改革部長 

  古谷教育次長、 

  谷下危機管理監、村上総務部理事兼財政改革部理事兼まちづくり戦略室理事 

  保井まちづくり戦略室理事、中田総務部理事兼総務課長 

  四至本財政改革部理事兼行革推進課長 

  一本教育委員会事務局理事兼文化センター所長 

  西まちづくり戦略室副理事兼企業誘致担当課長 

  早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 

  相馬財政改革部財政課長、阪本（隆）財政改革部税務課長兼行革推進課長 

  今坂まちづくり戦略室秘書人事担当課長 

  福井教育委員会事務局学校教育課長、山路教育委員会事務局指導課長 

  竹下教育委員会事務局生涯学習課長 

  阪本（正）総務部人権推進課長、廣田会計課長 

  森長教育委員会事務局指導課参事、天野教育委員会事務局淡輪公民館長 

  市川教育委員会事務局学校教育課淡輪幼稚園長、 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 

寺田教育委員会事務局学校教育課主幹 
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案   件 

     （１）付託案件について 
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（午前１０時００分 開会） 

反保委員長 皆さん、おはようございます。 

ただいまから総務文教委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は８名、全員出席です。理事者につきましては全員出席です。 

定足数に達しておりますので、本委員会は成立しました。 

これより総務文教委員会を開きます。 

なお、理事者から報告事項がありますので、委員会終了後、引き続き、協議会を開催し

ます。よろしくお願いします。 

３月６日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案１０件の審査を行います。 

それでは、これより議事に入ります。 

なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いします。 

また、質疑についての理事者の答弁は、所属部署と氏名を言ってからお願いいたします。 

議案第１号「平成２４年度岬町一般会計補正予算（第６次）の件」のうち、本委員会に

付託されました案件について議題とします。 

本件について担当課から説明を求めます。 

相馬財政改革部財政課長 それでは、総務文教委員会資料の１ページをごらんください。 

平成２４年度一般会計補正予算（第６次）の件のうち、総務文教委員会に付託されまし

た歳入予算につきましてご説明いたします。 

１０、地方交付税、１、地方交付税、地方交付税といたしまして、６１２万５，０００

円の増額補正をするものでございます。 

内容といたしましては、普通地方交付税につきまして、既に１５億５，７０６万９，０

００円が交付決定されておりますが、これは、国の地方交付税の予算に合わせるために、

６１２万５，０００円を減額調整された額となってございました。 

その後、本年２月２６日に国の緊急経済対策を柱とする総額約１３兆１，０００億円の

補正予算が成立されたところでございます。 

この国の補正予算におきまして、当初決定額の減額調整措置が解除されたことに伴いま

して、この６１２万５，０００円の増額補正を行うものでございます。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 １４、国庫支出金、２、国庫補助金、３、教育費国庫補助金

小学校費補助金としまして、３，２０２万１，０００円を増額補正するものです。 

内容につきましては、歳出でご説明させていただきますが、国庫支出金としまして３，
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０４９万９，０００円です。 

内訳としまして、学校施設環境改善交付金の小学校改修事業費で５８３万７，０００円、

耐震補強事業の現年分２，４６６万２，０００円の併せた金額でございます。 

また、平成２３年度実施しました一般財源に充当している耐震二次診断事業分として、

１５２万２，０００円を計上しております。 

１７、寄附金、１、寄附金、４、教育費寄附金、小学校費寄附金としまして、１０万円

を増額補正するものです。 

内容としましては、小学校の教材用として、国際ソロプチミスト大阪―りんくう様より

５万円、深日小学校卒業生の方より５万円の寄附金を計上するものであります。 

相馬財政改革部財政課長 続きまして、１８、繰入金、１、基金繰入金、財政調整基金繰入金とい

たしまして、３，１６６万円の減額補正を行うものでございます。 

内容といたしましては、本補正予算の財源調整に伴うものでございます。 

西まちづくり戦略室副理事兼企業誘致担当課長 続きまして、２、特別会計繰入金、４、多奈川財

産区特別会計繰入金、多奈川財産区特別会計繰入金といたしまして、３，６８９万６，０

００円の増額補正を行うものでございます。 

内容といたしましては、多奈川地区多目的公園への進出が決定いたしました株式会社ク

ロセと、多奈川地区財産区の土地売買契約に伴う土地売払代金の一部を町へ繰り入れする

ものでございます。 

多目的公園の土地処分料につきましては、町へ土地処分料の４９％、多目的公園管理基

金へ土地処分料の２０％を繰り入れることといたしております。 

このたび、多奈川地区財産区から、株式会社クロセ、１万１，８８２．５１平方メート

ルの土地が、５，９４１万２，５５０円で売却されることから、用地取得により助成金と

して支払われる予定の５９４万１，０００円を除きました５，３４７万１，５５０円を配

分し、財産区の多目的公園管理基金積立分として、１，０６９万４，３１０円、町の収入

分として、２，６２０万１，０６０円を多奈川財産区特別会計より一般会計に繰り入れす

るものでございます。 

相馬財政改革部財政課長 続きまして、１９、繰越金、１、繰越金、委員会資料の２ページをごら

んください。前年度繰越金といたしまして、１，５２７万４，０００円の増額補正を行う

ものでございます。 

内容といたしましては、平成２３年度決算におきまして、前年度繰越金は１億４，２８
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３万８，０００円となっておりますが、９月補正予算及び１２月補正予算編成に伴う財源

に充当した後、留保財源となっておりますこの１，５２７万４，０００円を今回、計上す

るものでございます。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 ２１、町債、１、町債、５、教育債、小学校債としまして、

３，５９０万円を増額補正するものでございます。 

内容につきましては、歳出でご説明させていただきますが、小学校改修事業費で１，１

６０万円、耐震補強事業で２，４３０万円の併せた金額でございます。 

以上、当委員会付託分としまして、計９，４６５万６，０００円の増額補正を計上する

ものでございます。 

今坂まちづくり戦略室秘書人事担当課長 続きまして歳出です。委員会資料の３ページをごらんく

ださい。 

２、総務費、１、総務管理費、１、一般管理費、一般管理費人件費（一般職）１，００

０万円を増額補正するものです。 

内訳としましては、今年度末、退職の申し出のあった１名分の一般職退職手当で、平成

２４年度分割支給分でございます。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 １０、教育費、２、小学校費、耐震補強事業としまして、４，

５２０万円を増額補正するものです。 

内容としまして、深日小学校及び多奈川小学校の普通教室各１棟を耐震補強するもので

あり、工事監理委託料として３２０万円、耐震補強工事として４，２００万円であります。 

なお、国の東日本大震災復興特別会計予備費を活用する事業であり、活用することによ

り地方債の額が本来７５％しか借り入れできないものが、１００％まで借り入れができ、

その８０％の元利償還金が交付税算入されるため、地方負担額が尐なくなるメリットがあ

ります。 

続きまして、同じく小学校改修事業費としまして、１，８３４万４，０００円を増額補

正するものです。 

内容につきましては、淡輪小学校のエレベーター整備工事の１，２２８万５，０００円

です。エレベーターは、建設当時の昭和５１年に設置して３８年を経過しております。エ

レベーターは、旧建設省の資料では、２０年から２５年が交換の目安であるとあります。 

現在、毎月の定期検査を実施し、維持管理に努めております。 

しかし、昨今、エレベーター事故が各地で発生しており、安全対策としてエレベーター
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の戸開き走行装置の設置や、地震時に管制運転装置を設置することにより、安全対策の強

化及びエレベータ－延命を図るものであります。 

なお、この整備につきましては、歳入にもありましたように、学校施設環境改善交付金

３８１万８，０００円、小学校整備事業債７６０万円を充当するものでございます。 

次に、多奈川小学校屋上フェンス改修工事の６０５万９，０００円を計上するものです。 

昭和５５年建設時より設置されておりますが、老朽化によりフェンスは腐食している状

況にあり、津波訓練等で児童が屋上に昇ったときに危険であるため、改修するものであり

ます。 

なお、この整備につきましても、同じく歳入でもご説明させていただきましたとおり、

学校施設環境改善交付金２０１万９，０００円、小学校整備事業債４００万円を充当する

ものであります。 

この２つの小学校改修事業につきましては、国の補正予算を活用するものであります。 

同じく、小学校教材費としまして、１０万円の増額補正をするものです。 

内容につきましては、１０万円の寄附金を活用し、深日小学校で図書の購入費とさせて

いただきます。 

相馬財政改革部財政課長 続きまして、１２、公債費、１、公債費、地方債利子償還金といたしま

して、６７１万９，０００円の減額補正を行うものでございます。 

内容といたしましては、不用額に伴う減額調整でございます。 

また、不用額の内容でございますが、地方債借入額につきまして、予算編成時点での借

入予定額から、その後、事業費の動きに伴い、一部の地方債につきまして、実際の借入額

が減尐した結果、地方債利子の不用額につながったことに加えまして、予算見積上の利率

に比べ、実際の借入利率が下回った形で資金を調達できたことに伴う不用額処理でござい

ます。 

西まちづくり戦略室副理事兼企業誘致担当課長 続きまして、１３、諸支出金、１、基金費、５、

多奈川地区多目的公園管理基金費、多奈川地区多目的公園管理基金費として、２，１１７

万５，０００円の増額補正を行うものでございます。 

内容といたしましては、多奈川地区多目的公園の企業誘致に伴う土地処分料のうち、多

目的公園管理基金に積み立てる額を補正するものでございます。 

多奈川地区多目的公園の維持管理費を賄うため、多目的公園の土地収入のうち、財産区

は土地処分料の２０％、町は町の収入となる額の４０％を管理基金に積み立てることを定
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めており、株式会社クロセとの土地処分料のうち、多奈川地区財産区の基金積立分として、

１，０６９万４，３１０円、町の基金積立分として１，０４８万４２４円、合わせて２，

１１７万４，７３４円を多目的公園管理基金に積み立てるものでございます。 

以上、当委員会付託分合計といたしまして、８，８１０万円の補正予算を計上させてい

ただくものでございます。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 続きまして、繰越明許費としまして、小学校エレベーター整

備事業、１，２２８万５，０００円、小学校屋上フェンス改修事業６０５万９，０００円、

小学校耐震補強事業４，５２０万円を繰り越すものです。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 続きまして、債務負担行為の補正追加分でございま

す。 

内容としましては、阪单岬消防組合解散に伴う公債費負担金を追加するものでございま

す。 

期間は、平成３１年度、限度額が７，１４３万８，０００円でございます。 

これは、阪单岬消防組合が、平成２５年３月３１日をもって解散することに伴い、解散

時における借入金残高にかかわる組合の債務の処理を行うものでございます。 

今坂まちづくり戦略室秘書人事担当課長 続きまして、債務負担行為の補正変更分でございます。 

内容としましては、退職手当（分割支給分）としまして、当初予算において定年退職予

定者２名分の退職手当について、３年分割で平成２６年度まで限度額２，３７３万８，０

００円として編成しておりましたが、自己都合退職者２名分の追加及び退職者からの２年

分割の申し出から、債務負担の年度を平成２５年度、限度額を４，０８２万６，０００円

に補正するものです。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 続きまして、地方債の補正でございます。 

起債の目的は、小学校整備事業の補正前限度額３８０万円を、補正後限度額３，９７０

万円に変更するものです。 

反保委員長 どうも説明ありがとうございました。 

ただいまの説明に対しまして、質疑ございませんか。 

辻下委員。 

辻下委員 ちょっと教えてほしいのやけれども、小学校改修費で、現場行って見たことがないのや

けども、エレベーターが１，２００何ぼか出ている。それと、多奈川小学校のフェンス改

修工事、これ６００何万円出ているけれども、このエレベーターの大きさとか、そんなの
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はどんなものですか。現場行って見たことないのでわからないのですけれど。金額がちょ

っと大きいなあ。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 エレベーターの大きさにつきましては、これは、淡輪小学校

の分なのですが、人が２人程度乗りまして、給食のコンテナを運べる程度の大きさのもの

でございます。 

辻下委員 それは、全体に改修するのか。新しく取りかえるのか。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 これにつきましては、本体はそのまま活用します。 

工事の内容につきましては、巻き上げ機等の改修を行うものでございます。 

辻下委員 それと、フェンスは、建屋全体のフェンス。多奈川小学校のフェンスは。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 多奈川小学校の普通教室棟があります屋上、それを全て改修

するものでございます。 

辻下委員 普通教室というと、屋上全体になっているわけやな。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料の１ページの一番初めの地方交付税のところの説明が、ちょっと理解ができ

なかったので、もう一度、教えていただけるとありがたいなと思います。 

反保委員長 相馬課長。 

相馬財政改革部財政課長 地方交付税につきましては、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、

全ての団体が必要とする一定水準の行政サービスを保障することを目的とする財源でござ

います。 

例年７月頃に普通地方交付税の算定がございます。そこで、交付決定がなされるわけな

んですけれども、現実的には、国の予算と全体の地方公共団体の地方交付税の積み上げを

比較した際に、差異が生じる場合がございます。国の予算に合わせる必要がありますので、

一定の減額調整がなされるものです。 

平成２４年度につきましては、岬町が６１２万５，０００円程度減額調整をされた結果

となってございます。 

ただ、今回につきましては、国の大型の補正予算がございましたので、その財源を基に
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減額調整の戻しが行われて、その結果として減額調整されることなく、交付決定額は、そ

のまま収入される予定というものでございます。 

反保委員長 中原委員、よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので。 

川端委員。 

川端委員 小学校寄附金１０万円で、そのうち５万円が国際ソロプチミスト。実は、よくいただく

婦人団体のお金持ちのとお聞きしているのですけれども、感謝状とかは送られているのか

なと思って。 

ほかにもたまに寄附をしてくださる方とかいらっしゃるけれども、その都度で感謝状っ

ていうのは、送られているのか。その都度ですか。規定ってあるのですか。 

反保委員長 古谷教育次長。 

古谷教育次長 こういう寄附金につきましては、尐額であってもその都度、日程を調整して、町長

から感謝状を出すということを通例としてあります。 

特に規定等はございませんけども、やはり、ご厚意に答えるということでやっておりま

す。 

なお、匿名の寄附とか、郵送されてくるという、これは、ちょっとできないので、その

辺は、例外的にはしておりませんけれども。 

反保委員長 よろしいですか。 

早野副理事。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 川端委員のご質問ですが、今年度、当初予算でゆめ

みらい寄附金では、例年、感謝状を送っていますが、今後は要綱をつくり謝礼という形の

部分を出していくことを検討しております。 

反保委員長 よろしいですか。 

田島委員。 

田島委員 確認だけさせていただきます。 

この歳出の先ほど説明ございました一般職の退職手当の件です。この括弧書きで分割支

給１名とあるのですけれども、この退職金の分割というのは、なぜできたのかな。 

財政的に大変だからそういうことになったのですけれども、そもそも退職金というのは
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一括払いというのが常識でございまして、その分割というのは、何分割か。 

そして、任意制であるのか。恐らく強制はできないと思うのですけれども、本人の承諾

を事前にいただいたのか、２点、ちょっとご説明お願いします。 

单まちづくり戦略室長 退職金の分割につきましては、最大３回ということでお願いをしておりま

す。 

２回というのが多数になっておりまして、その分割については、個人の任意で協力して

もらえる方については、３分割までしていると。 

過去に３分割で対応していただいた方もございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 任意と言えども、やはり、頼まれたら断りづらいという、その人間的にあれがございま

すので、皆さん、余裕があるから分割で結構って言うのですけれども、中には、やはり、

いろんな子どもの養育とかいろんな分があるので、これは、財政的に今の時期、大変と思

うのですから、一応、任意の了解をいただいておれば結構でございます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料１ページの、小学校費補助金なんですけれども、さっきの説明で、これもち

ょっと理解できなかったので、説明をいただきたいのですけれど。 

一般財源のところで、耐震二次診断にかかわる説明をされていたかと思うのですが、そ

この説明をもう一度いただけますでしょうか。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 平成２３年度に実施した一般財源に充当している耐震二次診

断分として、これについては、国庫補助金として算定されますが、充当先としては、平成

２３年度分に一般財源で払っているので、一般財源に補填するものでございます。 

反保委員長 もう一度。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 平成２３年度に耐震二次診断を行いました。 

その耐震二次診断分も今回、総合的に平成２４年度分と合算して、国庫支出金として歳

入されます。 

そして、現年度分については、その算定分については、国庫支出金のほうで合計３，０

４９万９，０００円としておりますが、その耐震二次診断の算定された分の１５２万２，

０００円につきましては、一般財源に充当しているということでございます。 
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反保委員長 中原委員。 

中原委員 そうしますと、おっしゃるところの平成２３年度に行った耐震二次診断にかかったお金

と理解したらいいですね。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 そのとおりでございます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第１号「平成２４年度岬町一般会計補正予算（第６次）の件」のうち、本委員会に

付託されました案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

議案第２号「平成２４年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第３次）の件」につい

て議題とします。 

本件について、担当課から説明を求めます。 

中田理事。 

中田総務部理事兼総務課長 委員会資料の５ページをごらんください。 

平成２４年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第３次）の件につきまして、ご説明

申し上げます。 

まず、歳入です。１、財産収入、２、財産売払収入、２、土地売払収入としまして、５，

９４１万４，０００円の増額補正を行うものです。 

内容につきましては、多奈川地区多目的公園内の企業誘致に係る土地売払収入について、

財産区基金費に２，２５１万８，０００円及び、繰出金に３，６８９万６，０００円を充

当するものです。 

次に、歳出です。２、諸支出金、１、基金費、１、多奈川地区財産区基金費としまして、
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２，２５１万８，０００円の増額補正を行うものです。 

内容につきましては、多奈川地区多目的公園内の土地売払収入のうち、企業誘致優遇制

度による用地取得助成金の５９４万１，０００円及び財産区基金費としまして助成金を除

いた額より、財産処分に係る配分割合の５１％相当額より多目的公園管理基金の２０％相

当額を繰り出し、その残額の１，６５７万７，０００円を併せまして、２，２５１万８，

０００円を基金積立金に充当するものです。 

続きまして、２、繰出金、１、繰出金としまして、３，６８９万６，０００円の増額補

正を行うものです。 

内容につきましては、土地売払収入のうち、企業誘致優遇制度による用地不足助成金を

除いた額より、２０％相当額の１，０６９万５，０００円を多目的公園管理基金とし、ま

た、助成金を除いた額の４９％相当額が町の収入となる２，６２０万１，０００円を併せ

まして、３，６８９万６，０００円を一般会計繰出金とするものです。 

以上、当委員会付託分計としまして、５，９４１万４，０００円です。 

反保委員長 ただいまの説明に対しまして、質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第２号「平成２４年度岬町多奈川財産区特別会計補正予算（第３次）の件」につい

て、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第２号は、本委員会におきまして可決されました。 

議案第３号「平成２５年度岬町一般会計予算の件」のうち、本委員会に付託されました

案件を議題とします。 

本件について、本委員会で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。 
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また、歳入、歳出をそれぞれわけて審議いたしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

反保委員長 それでは、歳入から審査に入ります。委員会資料の６ページから、１１ページをごら

んください。 

質疑はございませんか。 

田島委員。 

田島委員 これは、昨年もお聞きしたのですけれども、歳入の徴税の部分で、固定資産税の家屋、

この家屋の税の部分で、まず、ちょっと頭を整理したいので、家屋の定義、家屋とはどこ

までが家屋か、説明を求めたいと思います。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（隆）財政改革部税務課長兼行革推進課長 田島委員の家屋の定義ということですので、尐し

お話をさせていただきます。 

家屋の要件といいますのは、大きく３つございまして、外域分断性といいまして、屋根

及び周域または、これに類するものを有し、独立して風をしのげることができること。す

なわち屋根があって、３方以上壁や建具などに囲まれていること。 

２つ目ですけれども、土地への定着性、物理的に土地に固着していることが要件となり、

ブロックの上に簡易な物置やコンテナを乗せただけのものは、土地定着性があるとは言え

ません。 

また、一定期間を過ぎれば解体してしまうようなものではなくて、今ある状態で継続的

に使用されているということが考慮されているものでございます。 

３つ目に用途性として、家屋本来の目的用としまして、その目的とする用途に供する一

定の利用空間が形成されているか否かによって行われる。 

この３つの要件でもって家屋というふうに定義をさせていただいております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 大体、屋根があって、風をしのげて、三方囲いがあって、土地に定着していると、これ

を家屋と言うんですね。家屋の耐用年数っていったらいつまでも家屋っていう定義なくな

ると思うのですけれども、そうしたら、その家屋の課税をかける場合に、まず、耐用年数

の問題もございます。木造、または、鉄筋コンクリート等々によって課税率が違ってきま

すし、この家屋の耐用年数によって課税が違うということを、一つご説明いただきたいの
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と、そして、人が現住、居住しているというのは、家屋なのか、それとも、現在、空き家

が頻繁にあるのですけれども、屋根があって、風をしのいで、三方囲まれて、土地に定着

している、そういう空き家の場合は、どの程度までが家屋で、それ以上の崩壊寸前は家屋

でないのか、この判断を持って課税をしていると思うのですけれども、どのような算出方

法で課税されているか、まず、この説明をお願いしたいと思います。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（隆）財政改革部税務課長兼行革推進課長 評価の内容ということで、まず、木造家屋なり、

耐火の鉄骨等の耐用年数というのは、それぞれ異なるものがございます。 

評価につきましては、３年に１度見直しをさせていただいておりまして、その一定の点

数を下回りますと、免税点ということになっておりまして、年数で一概に耐用年数という

のは、定めてないというように考えております。 

もう１点の何を持って家屋と判断されるということのお尋ねだと思うのですけれども、

当初、当然家を建てられたときに、建築確認等で居住ということでの状態での評価をして

いるところでございます。 

何年か経過して、空き家になるということも中にはあろうかと思うのですけれども、評

価の内容としまして、居宅ということでの登記等もされておられると思いますので、そう

いった場合には、家屋ということで判断させていただいております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 そうですね。説明のとおりだと思うのですけれども、居宅が条件と思うのですけれども、

そうしたら、まず、居宅という建前で、長年家屋を放置していると、ここで一つ教えてほ

しいのですけれども、Ａという宅地の中に老朽家屋がある。そして、現存していない。し

かし、その家屋が建っていたら、税の問題ですよね。更地にした場合の課税率と、そして、

家屋が建ったままの底地の課税率というのは違いがあるのですか。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（隆）財政改革部税務課長兼行革推進課長 今、おっしゃられたように、住宅用地の場合は、

住宅１棟に対しまして、２００平米分の土地の課税標準額が６分の１となりまして、これ

は、２００平米を超える場合は、２００平米を除いた指摘分の課税標準額が３分の１にな

ることになるのですけども、一定の住宅用地ということで軽減がございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 ちょっと理解していないのですけれども、そしたら、更地にしないで倒壊寸前の家屋を
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置いておけば、その課税率が軽減されるわけですね。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（隆）財政改革部税務課長兼行革推進課長 一概には軽減されてしまうとは言い切れないとこ

ろがあるのですけども、一般的には、更地にされるよりも上に家屋が建っておりますと、

土地の利用が図られないというところの制約がございますから、その特例が適用されてい

くと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 その説明をほしかったのですけれども、なぜ、岬町が空き家が多いかということは、今、

説明された部分についても関連性がないとも言えませんので、３年に１度現地確認をされ

ていると思うのですけれども、要望ですが、今すぐそういう答えを出せとは申しませんの

で、今後、この家屋の課税等については、中長期的でも結構ですから、専門家が見られた

ら完全にこれは居住家屋でないと、そして、実際居住されていないと、しかしながら、先

ほど言った課税率の高低差が違いますから、その部分について、やはり岬町も空き家防止

をするためにも、空き家条例とかいろんな部分に手を打っていかないと、岬町の将来展望

を考えたら、現状のままでは税の課税していては、一向に町自体が生き返らないというこ

とですので、これ以上、質問しても無駄なことですので、一つ、今、私が質問した部分等

について、また実地調査をして、資料化をお願いしたいと思います。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 固定資産税のうち家屋の問題について、ご質問いただきまして、担

当の課長からお答えさせていただきましたが、まず、ご理解願いたいのは、こういう空き

家の問題の中で、土地につきましては、固定資産税の課税標準の特例措置というものがあ

りまして、面積２００平米までは６分の１に、２００平米を超えますと建物床面積の１０

倍までは３分の１という内容で、この課税標準の特例措置によりまして、税額が６分の１

から３分の１に減額しております。 

その要件というのは、あくまでも居住することが条件ではなくて、建物の用途が居住用

であることを前提として、課税標準の特例が適用されますので、その点をご理解願いたい

と考えております。 

あと、家屋の課税のけんですが、３年に１回評価替という事務がございまして、あくま

でも家屋についての、要件は担当が言いましたとおり、３つの要件に該当したものについ

て、そして、家屋として価値があるものにつきましては、課税をするということでござい
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ます。よって、建物である家屋の課税の仕方と、土地の課税について、特に、特例措置の

適用についても、若干、違いがありますので、その内容について後ほど詳しくご説明申し

上げたいと思います。このような相違点などについてご理解願いたいと思います。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 わかりました。また、後で、勉強しに寄せてもらいますので、一つよろしくお願いいた

します。 

反保委員長 奥野委員。 

奥野委員 ちょっと４点確認させていただきたいと思います。 

委員会資料の７ページの総務管理使用料の中で、町有地使用料、２，１５５万２，００

０円、これが、どういう使用料であるのかというところと、２点目が、委員会資料９ペー

ジの土地建物貸付収入、総務課の中で町有地貸付収入１９７万６，０００円、これも同じ

ようにどういう内容のものか。 

そして、その下、土地貸付収入、これは、多分太陽光の企業誘致分だと思いますけれど

も、それも再度確認したいと思います。 

最後４点目が、財産売払収入、町有地売払収入２，８０５万円、これ、どこを売却を予

定されているのか、その４点、お願いします。 

中田総務部理事兼総務課長 まず、１点目の町有地の使用料２，１５５万２，０００円でございま

すが、こちらは、第二阪和道等建設発生土の仮置きに伴います使用料でございます。場所

につきましては、多目的広場内の企業誘致エリア、約５ヘクタールの所に仮置きをしてお

ります。期間は平成２７年３月３１日までの５年間の予定でございます。 

続きまして、町有地の貸付収入でございます。１９７万６，０００円でございます。こ

ちらにつきましては、車庫、または、駐車場という形で貸し付けを行っております。 

例えば、深日小学校隣接の給食センター跡の土地を駐車場として使用等で、現在、使用

料をいただいているところでございます。 

もう１点、町有地の売り払いでございます。２，８０５万円、こちらにつきましては、

８物件ございます。全て、多奈川谷川地内でございまして、まず、小田平地内が２区画あ

と、平野北地内で３区画、あと平野地内で３区画、計８区画でございます。 

西まちづくり戦略室副理事兼企業誘致担当課長 ９ページの１６、財産収入、土地建物貸付収入の

うち、企画地域再生担当分でございますが、これにつきましては、多奈川地区多目的公園

の事業用地の貸し出しに伴う借地料収入でございます。 
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ユーラスエナジー岬が、３，０３７万３，６０８円、シャープ多奈川太陽光発電所のク

リスタルクリアソーラー分でございますが、４９３万７，２０８円、合計といたしまして、

３，５３１万８１６円の年間の借地料収入となっております。 

反保委員長 その他ございませんか。 

川端委員。 

川端委員 ７ページの給食費の保護者負担のところなんですけども、これ小学校、中学校は滞納分

書かれていますけれども、幼稚園は、滞納はないのでしょうか。 

それと、あと小学校、中学校も卒業した後は、この滞納を残したまま卒業される方も絶

対ないとは言えないと思うのですけれども、その辺の対応は、前にも聞いたことがあるよ

うな気がするのですけど、もう一度、お聞きします。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 まず、１点目の幼稚園の滞納ですが、幼稚園の滞納は全くご

ざいません。 

２点目の卒業生の滞納分なんですが、これにつきましては、中学校で把握しております

ので、中学校の先生と事務の先生とともに滞納整理をして行っている状況でございます。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 中学校で把握するということは、例えば、小学校卒業した人が、そのまま中学校に上が

ったら、その後もっていうことですか。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 小学校で滞納している分については、小学校の事務の先生が

把握しておりますので、中学校に行かれましても同じくそれで卒業生の方を整理しに行っ

ております。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 現実に解決できるのですか、できるというか、解決されているのですか。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 わずかではございますが、今のところ努力はしておりまして、

ご理解を求めております。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 最終的には、例えば、小学校卒業して１年、２年の間は対応できる。そういう方は、ま

た中学校に行って、また中学校分ででも滞納されるとか、いろんな問題があると思うので
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すけれども、その辺の問題は、どういうふうに対処されているのですか。 

反保委員長 古谷教育次長。 

古谷教育次長 滞納問題、頭の痛い問題でございます。 

委員のご指摘のことも大変懸念しているところでございます。 

昨年度、決算のときに１３０万円を超える滞納額であったと記憶しておりますが、現在

のところ、１０３万円余りでございます。 

成果というのにはほど遠いかもしれませんけれども、尐しずつ納めていただいていると

いう状況でございます。 

それから、既に高校生３年生まで、その辺までになっている卒業生の分もありますけれ

ども、これも把握してきちんとやっていくということで取り組んでおります。 

ただ、委員ご指摘のように、全く行方がわからないというようなことになった場合、こ

れは追いかけられないかと思うのですけれども、現在のところ、全て親御さん、保護者が

どこにいてるということは把握して取り組んでいるところでございます。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 本当に、準要保護の方らもいらっしゃるかなと思うのです。だから、その辺で、その分

は、きちんと給食費いただいていて、それをそのおうちの中でほかに流用しているのかな

という想像もつきますので。 

反保委員長 古谷教育次長。 

古谷教育次長 １０３万円余りの現時点での対応額でございますけれども、児童、生徒の数は、延

べで言いますと３５人でございます。卖純平均しますと、３万円足らずなんです。ただ、

兄弟や２人、３人いるという家庭では、１０万円近くになると。 

現時点で、１０万円超えているというご家庭は１件だけです。後は、多い所で７、８万

円、尐ないところでは１万円切っているという状況も含めて、全部滞納として把握して取

り組んでいるという、そういう実情が一つあります。 

委員、ご指摘のところで、そしたら、うちで言う高額の１０万円前後の所は、どういう

家庭が多いかというと、ご指摘のように要保護家庭があったりします。生活保護の中で、

保護費が出ているということなんですけれども、それを給食費として滞納になって、なお

かつなかなか解決できないという状況になっています。それも事実です。 

この辺は、子ども家庭センターとも連携しまして、生活指導も含めて、さらに対応をし

ていきたいと考えております。 
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反保委員長 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。 

中原委員。 

中原委員 初めに、企画地域再生担当というのを、実は、よくわかっていなくて、以前、企画政策

課という名前だったのでしたか。 

実は、知らない間にと言うか、変わっていたのですね。その辺の説明をいただけるとい

ろいろ理解しやすくなると思うので、そこを一つお願いしたいのと、それから、委員会資

料の６ページの固定資産税にかかわってお尋ねをします。 

これは、来年度の予算ということになりますので、超過課税の引き下げによる減額とい

うふう見ていいのか、それ以外にも何らかの要因があるようでしたら、お答えをいただき

たいと思います。 

それから、委員会資料の８ページの款１５，府支出金の項３、委託金、目、総務費委託

金、節１、総務管理費委託金の中の、人権推進課にかかわる人権問題啓発活動等委託金の

内容の説明をいただきたいと思います。 

反保委員長 单室長。 

单まちづくり戦略室長 私のほうから、企画地域再生担当ということで、昨年４月からこの部署が

できておるわけでございますが、その中身をちょっと説明させていただきたいと思います。 

その企画地域再生担当の中には、企業誘致担当というのと、企画担当という２つのセク

ションがございます。そこに２人の副理事がはりついておるわけでございますが、まず、

企業誘致のほうは、主にこの前から企業のシャープとかユーラス、その辺の多目的公園に

かかります企業誘致を担当するのと、それと、深日港の活性化イベント、これにつきまし

ても、主担として担当をしております。 

また、企画担当につきましては、町の総合計画を中心として、その中で実施計画とか、

その辺のところを担当しておるセクションでございます。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（隆）財政改革部税務課長兼行革推進課長 固定資産税の減収部分についてということで、超

過課税による影響かということですが、これにつきましては、固定資産税全般としまして、

税率の改正による影響が約８，６００万円の減収。それと、地価の下落により、約１，７

００万円の減収を見込んでおりまして、対前年度比９，４８０万円の減額ということにな

っています。 

一方で、全体として大きく減額になっているのですけども、この中では、増加要因的な
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部分も若干あるのですけども、それらをプラスマイナスした合計が対前年度比９，４００

万円程度の減額となっています。 

その大きな要因としましては、委員が指摘いただいていますように、超過税率の減額に

よるものが主要な要因となっております。 

阪本（正）総務部人権推進課長 人権問題啓発活動等の委託金ですが、大阪府からの補助金としま

して、国の法務局が地方公共団体に対し、人権啓発活動地方委託事業として、平成９年度

に創設されました補助事業であります。 

国は、地方公共団体に委託事業として委託することで、その地域に根ざしたもっとも有

効と考えられる啓発手法で、人権問題に対する正しい知識を広め、地域住民一人ひとりの

基本的人権尊重の認識を高めることを目的としております。 

この経費を都道府県に委託し、都道府県は、市町村に再委託して事業が行われておりま

す。本町もこの補助を活用して、人権啓発活動の委託費を充当した事業を実施しておりま

す。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 １点目の企画地域再生担当のことについて、ご説明をいただきました。まちづくり戦略

室というのがあって、その中に企業誘致の担当と、企画地域再生担当というのがあるとい

うふうに受けとめたらいいのですか。 

单まちづくり戦略室長 企業誘致と企画担当という名称になっております。 

まちづくりの中には、人事、秘書関係、それと、並列で危機管理監がおりまして、そこ

を通してまちづくり戦略室ということです。 

今、言われているところにつきましては、企画部門を２つにわかれておりまして、先ほ

ど説明したような業務を行っています。 

特に、企画のほうは、町の全体的な調整をしたりとか、そういう部門になっている部署

でございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 余り詳細には、存じ上げておりませんで失礼いたしましたが、地域再生担当っていうい

い名前だなと思うのですけど、何か特別な役割があって生まれたものなのかなと。その名

前を使ってなお、構成と言いますか、人員配置は今年度の初めからということになるので

すね。 

そしたら、そういう名前を使って事業何か担当していくというときの目的と言うか、こ
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の企画地域再生担当が生まれた理由といいますか、そういうものを聞いておいてもいいで

すか。 

反保委員長 单室長。 

单まちづくり戦略室長 企画地域再生担当というセクションが生まれた理由なんですけども、当初、

試行的にグループ制の実施をしたいということで、今まで課がありまして、そこに係長、

また下に課員がおるわけでございますが、今回、試行的な試みとして、その課を企画地域

再生担当というような形にして、それでまちの活性化を中心にやっていくということで設

けたセクションでございます。 

主に、町の活性化です。深日港の活性化とか、いろんなものを考えたセクションになっ

ております。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 また、詳しく教えてください。 

反保委員長 町長。 

田代町長 ちょっと補足させていただきます。 

これは、実は、議会の皆さんも、今、深日港等の問題、道の駅等の問題で議論していた

だいて、我町が非常に衰退化していく中で、このセクションをつくったのは、やはり、今

後、町独自の政策事業として検討していこうということで、もともと企画部門は、従来型

のイベントとか、そういった企業誘致等しか、余り関係していなかったのですが、今度は、

横の連絡もとって、お互いに関係ある部署については、グループ制を持って地域の再生に

当たっていこうという思いで、この部署をつくっておりますので、その点は、もっと幅広

く捉えていただいたらいいかなと思います。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 ３点目にお答えをいただいた人権問題啓発活動等委託金について、詳細な説明をいただ

きました。 

事業としては、人権啓発活動に充てているということでありましたけれども、予算書で

はどこに入るということになるか、ちょっとお聞きしておいてもいいでしょうか。ページ

とか、項目とか。 

阪本（正）総務部人権推進課長 支出に対しましては、予算書の４１ページの１３、委託料、啓発

資料作成委託料で５８万８，０００円を計上しております。 

中原委員 ありがとうございます。 
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反保委員長 よろしいですか。 

ほかにございますか。 

竹原委員。 

竹原委員 ２点ございます。１つは、税金なんですけれども、歳入によくふるさと納税というのを

お聞きしておりまして、その額というのは、およそどのくらいというのはつかまれている

のかどうかというのを教えていただきたいのが１点目です。 

それと、もう１つありまして、９ページの岬ゆめみらい寄附金のほうです。こちらの寄

附金の使い方というのは、予算書、歳出でも見ているのですけれども、使い方の基準とか

いうのがありましたら教えていただけたらと思います。 

反保委員長 早野副理事。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 ふるさと納税というのも全て含めて、岬ゆめみらい

寄附金としてお受けをいたしております。 

これにつきましては、平成２４年度見込みとしましては、大阪マリンフェスティバル協

賛企業という形と、個人からあわせて、５２１万円ご寄附をいただいております。 

それと、自動販売機の寄附という形で２５万１，８００円、ふるさと納税という形で個

人さんから、１３０万６，１３６円、合計６７１万８，３７４円を本年度の見込額として

おります。 

それで、今、言われました岬ゆめみらい寄附金の使途目的なんですけれども、これにつ

きましては、指定寄附がある場合は、その指定された寄附に基づいて予算計上をさせてい

ただくということになっております。 

大阪マリンフェスティバルの協賛企業からの寄附金につきましては、大阪マリンフェス

ティバルで実行される各種団体さんの補助金として扱わせていただいております。 

反保委員長 竹原委員。 

竹原委員 そしたら、マリンフェスティバル以外っていうのもあるのでしょうか。 

そういうのを出す基準とかあれば教えていただければと思います。 

反保委員長 早野副理事。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 ふるさと納税につきましては、福祉部門、教育部門

という指定寄附がございますので、それに基づいて指定された項目で、一般会計の中で対

応するということで、支出をしています。 

反保委員長 いいですか。 
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ほかにございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料の９ページの特別会計にかかわって説明をいただきたいと思います。 

学校教育課の深日財産区特別会計繰入金等、総務課の深日財産区特別財産繰入金、それ

から、一番最後の行の多奈川財産区特別会計繰入金について、内容の説明をいただきたい

と思います。 

反保委員長 中田理事。 

中田総務部理事兼総務課長 まず、深日財産区でございますが、学校教育課でございます。深日小

学校体育館放送設備の改修に伴います繰入金でございます。８０万円。 

あと、総務課のほうは、集会所の消防設備改修に係ります繰入金、１６１万９，０００

円でございます。 

続きまして、多奈川財産区でございますが、まず、学校教育課のほうは、多奈川小学校

のスクールバス購入に係ります繰入金、６８３万４，０００円、あと、総務課のほうは、

集会所の空調機器及び消防設備等の改修に係ります繰入金、４３６万４，０００円。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 委員会資料の１０ページの説明の下から３行目、市町村振興協会市町村交付金、宝くじ

交付金について、ご説明をいただきたいと思います。 

何に充てているのかという説明をいただきたいと思います。 

それから、その下の普通地方交付税過年度精算分についての説明をいただきたいと思い

ます。 

それから、１１ページの説明の中の真ん中あたりにありますコミュニティ助成金、これ

の充当先についてもご説明ください。お願いします。 

反保委員長 以上、３点、相馬課長。 

相馬財政改革部財政課長 まず、１点目の大阪府市町村振興協会市町村交付金（宝くじ交付金）で

ございますが、これにつきましては、市町村振興の宝くじに係る交付金でございます。い

わゆる当選金付証票の発売というものでございまして、内容といたしましては、サマージ

ャンボ宝くじとオータムジャンボ宝くじでございます。 

金額につきましては、２，６５１万３，０００円を計上させていただいておりますが、

これにつきましては、平成２３年度直近の実績額を計上させていただいているものでござ

います。 
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続いて、２点目のご質問でございます。普通地方交付税の過年度精算分ということで、

８，１６５万円を計上いたしてございます。 

これにつきましては、固定資産税の訴訟の結審に伴います交付税の精算でございまして、

かねてからご説明させていただいておりますとおり、裁判の結果に伴いまして、地方交付

税の増額が見込まれるというものでございます。 

内容といたしましては、平成２０年度から平成２４年度までの５年間ということで、５

年間トータルで８，１００万円程度を計上させていただいているものでございます。 

なお、この過年度精算分につきましては、あくまで地方交付税なんですけども、比較し

やすいように、今回あえて、雑入という形で外出しをさせていただいて、計上しておりま

す。今年度も７月頃に交付税の算定がございます。そこで最終決定がございますので、交

付決定を踏まえまして、９月補正予算時に科目の振替及び交付決定に伴う必要な調整を併

せて予定しているものでございます。 

それと、宝くじ交付金の充当先でございますが、住民情報システムに充当しております。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 コミュニティ助成金の充当先なんですけれども、予

算書の４０ページの企画費の１８、備品購入費の企画地域再生担当のコミュニティ備品購

入費に充当しております。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

ないようですので、一般会計歳入についての質疑を終わります。 

続いて、歳出に入ります。 

なお、参考資料として配付しております本委員会所管内容内訳表をごらんください。 

まず、議会費に入ります。予算書の３３ページ、３４ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

辻下委員。 

辻下委員 議会費ということで、議員は言いにくいと思うのですけれども、これ要望にしておきま

す。 

というのは、これ町長にも絡んでくるのだけども、議長交際費、町長交際費、財政は厳

しいということはくれぐれわかっております。わかっているのだけども、余りにも交際費

とか、町長交際費、低過ぎる。これまた、来年度、いろいろと考えて、それは何ぼ上げる

のか、それはそれなりに担当課のほうが考えてくれたらいいのだけれども、そういうぐあ

いで、来年度、ことしは仕方がなかっても、来年度だけ何とか上げるように、要望だけ言
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うておきます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

竹原委員。 

竹原委員 議会のところの最後の機械器具費１５６万６，０００円、積算していただいていると思

うのですが、大体、どのようなものを予定しておられますか。 

反保委員長 答弁のほうを。 

大山議会事務局長 １５の備品購入費１５６万６，０００円の機械器具費なんですけれども、この

部屋の第２委員会室の会議システムの費用です。 

委員会の会議システムは、平成１１年３月に整備したもので１４年経過しております。

その間、不具合が生じるごとに補修を続けてきましたけれども、特に、円卓の後ろのほう

の長机の議会システムの調子が思わしくなく、一部改修ができないため、全面改修するも

のでございます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

ないようですので、議会費についての質疑は終わります。 

続いて、総務費に入ります。予算書の３４ページから４９ページまでをごらんください。

ただし、３９ページの目、交通安全対策事業費、４４ページ、４５ページの項、戸籍住民

基本台帳費、４８ページの目、指定統計費のうち、建築課に係るものは、他の委員会の所

管ですので除きます。 

それでは、質疑ございませんか。 

田島委員。 

田島委員 先ほど、議会費の中で、議会の交際費等がかなり厳しい状況であると、そういう要望も

出ており、これ一つ、小さな親切で大きな迷惑になるかもわからないけど、一般管理費の

中で、交際費で４８万８，０００円、これは町の交際費だと思うのですけども、この分に

ついて、町長、この金額で交際費で、今、一生懸命頑張っていただいて、トップセールス

もしていただいていると、その部分で、十分な予算編成であるのかないのか、まず、町長

の腹づもり、予算的に、先ほど、議会費でよう聞かなかったのはそこやねん。 

私も、この１年、議会運営させていただいて、大変、苦しいやりくりをやっているわけ

です。この１９日にも、また、対岸の洲本市に行くに当たってもまるっきりお金がないと

いう状況で町当局にご無理言っていろいろご支援いただいた中で行く予定ですけども、議

会は、先ほど辻下委員が要望するのは、現実です。はっきり申しまして。 
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これは、交際費を上げたからと言って無駄遣いするのではなくて、結局、これは公正な

事務手続をとれば要らなかったら不用額で返せますので、やはり、これから二国も道の駅

も深日港も、いろんな等々、これから両輪で活動すべき時期というのが来ているのに、交

際費が前年度も同じ、ずっと同額の交際費でいいのかということで、議会としたら当然苦

しいということをこの場をかりて申し上げておきますが、町長としたらどうですか。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 交際費の問題について、私からご説明させていただきたいと考えて

おります。 

町の財政が苦しいということで、交際費につきましても相当減額について努力していた

だいております。私が知っている範囲では４分の１から、５分の１程度まで金額が下がっ

ているのではないかと考えております。 

これも、財政再建にご協力いただいている一つの成果と考えております。 

ただ、先ほど言いましたとおり、町の活性化、まちづくり戦略室にも地域再生担当とい

う組織を置きまして、町長を先頭にしたトップセールスを支援しているわけですが、それ

に係る経費等につきましては、交際費として出すべきものとそうでないものとがあります。

例えば、トップセールスを行うための東京陳情とか、また、車での移動とか、そういう特

別旅費、また、高速使用料等、そういうトップセールスに必要な経費等については、この

当初予算の各費目ごとにわかれておりますが、分散いたしまして、必要な金額等について

は予算に計上いたしておりますので、トップセールスを行う上で必要な直接的な経費につ

いては、十分、予算の中において確保したと考えております。 

ただ、交際費として支出すべきものについては、若干、ご指摘の件もあると思いますの

で、議会の交際費と合わせまして、今後、どのような内容で取り扱いをしていくのかとい

うことについては、十分、また、話し合いをさせていただきたいと考えております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 すばらしいご答弁で、やはり、そのお金を握っている所の答弁は、すばらしい答弁で、

ぶっちゃけて、結局、本来なら、昨年に予算計上しておくべき問題ですけれども、これか

ら、大変な町長もトップセールスせないかんし、議会も議会活動をするには、やはり政務

調査費のみ６万円ではどの程度を調査できるかということです。 

本来なら、常任委員会研修調査費も計上して、議会も負けないように活動しないといか

んところですけれども、町の交際費は十分でいけるとなれば、議会もそれ以上の要求も今
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後検討して、来期には、一応、どなたが提案するか知りませんけれども、その折は計上さ

せていただきたいなとかように思います。 

迷惑な話をしまして申しわけございません。結構でございます。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 関連してなんですけれども、今、議会議会っていうふうに交際費のことが出てきまして、

これは、あくまでも議会の中でも１４人個々に意見が違いますので、その辺の誤解はない

ようにということを言っておきます。 

田島委員 これは、一人の意見ですよ。委員の意見ですから、それはもういくら言ってもよろしい

から。 

反保委員長 奥野委員。 

奥野委員 ２点確認させてください。 

予算書の４０ページ、先ほど早野課長から収入で説明がありました備品購入費、イベン

ト備品購入費、１４７万９，０００円、その下の３５８万９，０００円と、２５７万９，

０００円、これ３点のどういう備品購入を予定されているのかという内容を教えてくださ

い。 

それと、予算書の４３ページ、１３の委託料、これきのう、厚生委員会で住民戸籍電算

化のシステムセットアップというところが今年度から運用されるということをありました

ですが、ここで固定資産税と言うか、税務課のそういう同じセットアップというのは、考

えておられるのか、これからどういう予定されているのであれば、ちょっと教えていただ

きたいと思います。 

反保委員長 以上、３点。 

保井理事。 

保井まちづくり戦略室理事 マスコットキャラクターにつきまして、ご説明させていただきます。 

マスコットキャラクターの制作委託料といたしまして、３５万３，０００円を計上して

いるところでございますが、岬町マスコットキャラクター選定委員会での意見を踏まえま

して、作成するグッズを決定していきますが、ミニタオル等で新生児の記念品として活用

できるようなものも踏まえて、検討していく予定でございます。 

それから、イベント備品購入費といたしまして、マスコットキャラクターで１４７万９，

０００円を計上させていただいております。 

これにつきましては、マスコットキャラクター着ぐるみを２体作成したいと考えており
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ます。 

本町では、夏場のイベントが多くて、汗で汚れやすいとか、また、着ぐるみをローテー

ションで使用するほうが、着ぐるみが長もちするというようなこともありまして、マスコ

ットキャラクターを２体作成する予定でございます。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 まず、コミュニティ備品購入費の内訳ということだ

ったと思いますが、これにつきましては、今年度は自治区の掲示板、イベント時使用する

ためのテント、プロジェクター、トランシーバー等の購入を検討しております。 

それと、機械器具費、上の３５８万９，０００円なんですけれども、これにつきまして

は、各課職員に配置しておりますパソコンの老朽化による入れかえということがあります。 

これにつきまして、現在、１６７台のパソコンを管理しておりますが、このうち、ソフ

トのサポート期限が切れているものがございまして、これにつきまして、入れかえを行っ

ていきたいと考えております。 

それと、合わせてプリンター７台の入れかえを検討しております。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（隆）財政改革部税務課長兼行革推進課長 奥野委員のおっしゃるセットアップ等の入れかえ

ということで、税務課自体ではそういった入れかえ等の予定はございません。 

今年度につきましては、若干、委託料等が増しているところがございますけれども、平

成２４年度に評価替が一旦終わっておりますけれども、次回、平成２７年度に向けての評

価替の準備の段階にもう入ってきております。 

１つは、航空写真等、上空からの撮影とかといったものもございますので、若干、委託

料のほうで増加となっております。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

田島委員。 

田島委員 財産管理で節の説明で、１８の備品購入費、これは、公用車ですけれども、まず、この

公用車、車種を説明していただきたいのと、この公用車購入に当たって、古い車両の処分

方法について、２点、説明を求めたいと思います。 

中田総務部理事兼総務課長 まず、公用車の車種でございますが、今年度は３台予定しております。

うち１台は、軽自動車のタイプでございます。箱型でございます。こちらが１台。あと、

軽四のダンプが１台、あと、ハイエース、これはイベント等の機器の搬入、搬出にかかり

ます車両が１台の３台を予定しております。 
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あと、廃車につきましては、その都度、業者さんのほうで廃車手続をとってもらってい

るところでございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 廃車手続、そして、本体は、まだ使える程度か、それとも完全にスクラップか、この部

分について、適正処分の方法をされているのか、どのような処分の方法ですか、事務手続

ではなしに。 

中田総務部理事兼総務課長 まず、車両につきましては、かなり委員もご存じのように、老朽化が

進んでおりまして、再活用できる状況ではございません。 

その中で、廃車手続をとるのでございますが、業者のほうに廃車依頼をさせていただき

まして、廃車完了の書面を持ちまして、事務処理を行っているところでございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 事務手続の手数料は必要ですけれども、その廃車するのにお金を払っているのか、それ

とも、スクラップとして何がしをいただくのか、そういう適正処分の方法はいかようにし

ているのか。 

中田総務部理事兼総務課長 今のところ、廃車経費については、かかっておりません。通常、ご存

じのように廃車経費がかかるわけでございますが、スクラップ等で業者のほうがその経費

を相殺した中で、当町には経費負担がないという状況でございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 車種とか、その行政のあれによって違う、消防の場合は、いろんな救急車、消防車、い

ろんな各ポンプとか、そういうのを廃棄する場合は、一応、入札制度をとってしているの

ですけれども、完全にスクラップにゼロでするのではなくて、そういう入札方法をとって

ほしい方にそういう方法をとる考えありますか。ないですか。 

中田総務部理事兼総務課長 今のところ、私経験上、その消防車両の廃車につきましては、ちょっ

と記憶がございませんので、ちょっとその辺は十分検討いたしまして進めてまいりたいと

考えております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 もう最後に、参考までに言っておきますけれども、車種的にマイクロバス的な車両、古

い型、これでは日本国内では当然使用しないんですけれども、やはり海外では廃車同然の

ようなバスでも１００万円近い金で輸出されていると。ということで、もう国内の常識で

廃車、スクラップと思わないで、一度そういうぐあいに入札制度を取り入れてはいかがで
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すかなと、これは要望しておきます。 

反保委員長 ほかにございませんか。ないですか。 

中原委員。 

中原委員 予算書の３５ページの節１報酬についてお尋ねをいたします。 

特別顧問の報酬５人とありますけれども、これは後に出てくる条例等もかかわるものと

思いますが、この金額からいきますと、出勤していただくというか、回数でいうと１２回

分という感じで受けとめたらいいのか確認をしたいというのが１点です。 

それから、節１２の給料の一般職給についてお聞きをいたします。 

１年前の予算審議と比べて２人ふえているように思うんですけれども、そういう認識で

誤りがないか。また、それについての何らかの事情等がありましたらご説明ください。 

それから節３の職員手当等についてですが、一番上に特別職通勤手当、二つ目に特別職

期末手当とありますけれども、この二つに特別顧問の方にお支払いする分が含まれるとい

うことになるのか、そのあたりについてご説明をいただきたいと思います。 

反保委員長 保井理事。 

保井まちづくり戦略室理事 特別顧問報酬につきましては、後ほどご説明させていただきますが、

２万５，０００円の１２回分を計上しております。５人という表示につきましては、規則

において５人までお願いすることができるという意味での５人でございます。 

反保委員長 今坂課長。 

今坂まちづくり戦略室秘書人事担当課長 一般職給の給料の３５人についてなんですけれども、こ

の当初予算につきましては４月に人事異動がございますので、前年度の一般管理費に比較

して、多分前年度は２人尐なかったと思うんですが、現在の配置人数に伴う予算措置でご

ざいます。 

続きまして、職員手当の特別職通勤手当、特別職期末手当の中に、特別顧問の費用が含

まれているかどうかなんですが、それは含まれてございません。 

反保委員長 よろしいですか。いいですか。 

中原委員。 

中原委員 もう尐しお尋ねをします。 

一般職給についてご説明をいただきましたが、現在一般職の方については３５人配置さ

れているというふうに受けとめたらいいということでしょうか。これが１点目です。 

それから、特別職の通勤手当と期末手当ですけれども、この内容の説明をしてください。 
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反保委員長 今坂課長。 

今坂まちづくり戦略室秘書人事担当課長 この３５人の一般職の人数なんですが、一般管理費で支

給している職員の数でございます。 

続きまして、特別職通勤手当でございますが、特別職通勤手当、特別職期末手当につき

ましては、対象となりますのは、町長、副町長、この２名の通勤手当及び期末手当でござ

います。 

通勤手当につきましては、対象は町長、副町長になっていますけれども、支出している

のは副町長のみでございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 わかりました。 

反保委員長 はい、わかりました。 

川端委員。 

川端委員 ４２ページのこの４１ページのところ人権啓発費のところからきている、この２８の繰

出金で、住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金６９３万７，０００円なんですけれども、

これ住宅新築資金はもう今全然機能していないと思うんですけれども、これはどういう内

容になりますか。 

反保委員長 答弁。 

阪本課長。 

阪本（正）総務部人権推進課長 平成２５年度の決算見込みに対しまして、歳入が７６万３，００

０円、歳出が７７０万円、その差し引き６９３万７，０００円を一般会計から繰り入れま

す。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 住宅新築資金特別会計への繰出金について、私から尐し補足説明さ

せていただきます。 

まず、この会計の設置目的ですが、皆様もご存じのとおり、小集落事業の実施に伴いま

して、土地や家屋を失う者に対して、自ら居住する住宅を新築したいという方につきまし

て、その資金の一部を貸し付けを行いまして、その貸付金に対する償還事務とか、貸付金

の原資となった町債の償還に係る事務を継続して行ってまいりました。この小集落事業は、

昭和５４年から始まっておりますので、昭和５５年から平成２年まで貸し付けを行いまし

て、貸し付け件数は７８件、３億９，６００万円の貸し付けを行いました。そして、この
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貸付金の償還期間というのは２５年を目途としておりまして、そうした内容で定期的に毎

月元利均等償還で償還を行っていただいております。今回、最後に貸し付けした方が、平

成２５年１１月をもって償還が満了することになります。それが一名でございまして、も

う一名がもう尐し前に貸し付けした方ですが、その方は尐し経済的事情によりまして、一

部滞納が生じておりまして、まだ未償還、残高が残っているというような状況にあります。

このような状況を踏まえまして、この特別会計の設置の目的であります償還金の償還の事

務、並びに町債の返還事務等につきましては、平成２５年度で終わることになっておりま

す。こうしたことから本来の特別会計を設置する目的がなくなったのではない考えており

ますので、この平成２５年度をもって、この特別会計を廃止したいと考えております。た

だ、この会計につきましては、赤字が発生している収支状況でありますので、その赤字分

を一般会計から特別会計に繰出して補填いたしまして、そして最終的に収支ゼロとしまし

て、この会計を来年度の３月末で終了したい。そのための特別会計への繰出金でございま

す。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 そうしたら、今お一人の方がちょっと支払いが困難やというふうに言っていたと思うん

ですけれども、その方については、もう免除するということになるんですか。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 この方につきましては、貸付を行いまして、貸付金の担保として住

宅に岬町は抵当権を設定しております。こうした担保設定と伴に、今、経済的に資力が回

復していますので、順調に返還していただいております。この者に係る平成２６年度以降

の償還事務につきましては、一般会計において処理したいと考えておりまして、一般会計

の歳入において収入という歳入の科目になるものと考えております。そして全ての貸付償

還が終わるまで、一般会計において償還事務については処理を行いたいと考えたところで

ございます。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 この件についてはいいです。 

そうしたら、ちょっとこの上のところの１９負担金、補助及び交付金の中で、人権擁護

委員活動補助金５万６，０００円とあるんですけれども、これは今、人権擁護委員さんが

何人いらっしゃって、この活動補助金というのは、どういう形で使われるのかなというこ

とをお尋ねします。 
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阪本（正）総務部人権推進課長 人権擁護委員は、岬町で６名おられます。活動補助金ですが、岬

町で実施しています人権相談を通じて、相談者の人権擁護のための適切な指導を行ってい

ただくために、人権擁護委員自身の資質向上が図られるよう、研修会などに積極的に参加

していただく活動費でございます。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 そうしたら、研修会に行く交通費とか、そういうふうに受けとめたらいいのかと思うん

ですけれども、私、なぜここでこれを言わせていただいたかといいますと、この間の本会

議で会派代表質問で、ＤＶ対策のことを会派代表質問で言わせていただきました。ＤＶの

被害者の方もこの中でだったら、どこに被害を訴えるかといったら、ちょうどこの人権擁

護委員の方に訴えてもいいのかなというふうに、そういうふうに考えながら、ちょっとこ

こで言わせていただいたんですけれども、この前も言わせていただいたんですけれども、

阪单市の場合は緊急で避難されてきた、もう本当に何も持たずに緊急で来られた方を一時

的に保護するために、きのうも聞いたんですけれども、阪单市では年間１０万円足らずの

金額をそのための予算措置をしているということを聞いたんです。岬町でしたら、それこ

そ人権擁護委員さんのところにでも行ったら、この金額だったら、人権擁護委員さんがポ

ケットマネーででも保護してあげなあかんのかなという状況ですので、岬町も何かそうい

うときの緊急避難されて、一時的なためのどこかで対応できるような予算をいうのを取れ

ないのかなということをね。 

反保委員長 こういう今の川端委員の要望というか、思い、答弁というのも。 

白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 人権擁護委員の活動補助金、これについては今担当課長がご説明申

し上げたとおりでございます。そこで人権擁護委員の役割としましては、ご質問ありまし

たとおり、ＤＶ対策についても当然人権侵害の一つでございますので、相談窓口になるも

のと考えております。ＤＶ被害者につきましては、特にＤＶ特別法が定められておりまし

て、直接的な窓口等については、岬町の窓口もありますが、大阪府の相談窓口といたしま

して、岸和田の子ども家庭センターとか、それと警察とか、いろんな関係機関が集まって、

その被害者に必要な措置を講ずるということが予定されているところでございまして、そ

れが機能しているものと考えております。 

また、本町の具体的な今後の支援活動内容とか、取り扱い方針につきましては、男女共

同参画推進プラン、その中にも１項目を設けておりますので、その中において具体化して
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まいりたいと考えているところでございます。 

あとご質問いただきましたＤＶ被害者に対する財政支援の問題でございますけれども、

この問題につきましては、いろいろ阪单市などのいろんな先進団体の情報等も仕入れてお

りまして、町としてどのような方法が一番適切な方法について検討しているところでござ

いますので、それらを踏まえた上で具体的な取り扱いの内容、そして、またこれに伴う予

算が必要となりましたら、それについても検討してまいりたいと考えております。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 総務部長も今考えてくれると言ってましたので、あれなんですけれども、やはりどこか

ら突然来られるか、これわからないんですよね、本当被害者の方はね。だから、お隣の阪

单市に来られるということは、岬町は隣接していますので、岬町にもいつどなたが来られ

るかわからない。そうしたときに、うちは一時的にはどないもできへんのやというわけに

はいかないので、やっぱりそういうとき対応できるということも考えて、ちゃんと取り組

みとしてほしいということを要望しておきます。 

反保委員長 要望ということで、よろしくお願いいたします。 

ほかにございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料の３５ページ、これは一般管理費の中で、節８の報償費、公共施設のあり方

検討委員会委員報償費についてお尋ねをいたします。 

会派代表質問でも取り上げられた問題でありますので、今後の開催のスケジュールにつ

いて、１回目いつごろとか、年間どれぐらいのペースでやっていこうと思っているとか、

そのあたりについてお聞かせをいただきたいというのが１点目です。 

それから同じく３５ページの節１１需用費の危機管理担当として消耗品費修繕料とあり

ますので、この内容についてご説明ください。 

委員会資料３６ページの節１９負担金補助及び交付金、危機管理担当の自治区長連合会

補助金についてお尋ねをいたします。 

金額に尐し従前と差があるように感じましたが、何か算定の根拠が変わったとか、そう

いうことがありましたらお聞きしておきたいと思います。お願いします。 

反保委員長 保井理事。 

保井まちづくり戦略室理事 公共施設のあり方検討委員会につきましては、課題がかなり開催する

中でいろいろな状況が出てくれば、弾力的に開催を考えていくわけですけれども、現在の
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ところおおむね３回程度で開催し、その中で保育所の給食を学校給食センターでの衛生状

態を加味して対応できる方向で検討していけないかという課題を進めていきたいというふ

うに考えております。 

反保委員長 谷下危機管理監。 

谷下危機管理監 まず、自治区連合会の補助金について、前年度と比べ増額しているということで

すけれども、これにつきまして、説明させていただきます。 

まず、連合会につきましては、これまで活動経費といたしまして、広報紙とか各戸配布

等や自治区内の要望活動また、住民との連絡調整、行政との連絡調整業務など自治区長さ

んが担っていただいているところに対しまして活動費を支給させていただいているところ

でございます。ここ最近、自治区要望の活動なども年々増加してきております。また、そ

れに加えまして、東日本大震災や阪神淡路大震災のあと、地域住民が自分たちのまちは自

分たちで守るという自覚と連帯に基づきました地域の人々の意識と意気込みということで、

自主防災組織の結成など、そういった部分で自治区長さんにおきましても、尽力いただい

ているところでございます。そういったことを考慮いたしまして、今年度より、一律に支

給しておりました自治区割と、世帯数に応じた世帯割部分を増額しております。 

まず自治区割は、これまで一律１万円を支給させていただいておりましたが、これまで

の額に一律３，０００円を増額させていただいております。また、世帯に応じた世帯割と

いたしまして、これまで１世帯あたり２８０円を支給させていただいておりましたけれど

も、２０円アップさせていただきまして、１世帯につき３００円とさせていただいたとこ

ろでございます。 

おおむねこれで計算させていただきますと、これまでよりも約３２万円程度が増額され

ると見込んでいます。ただ、前年度の比較対象になります世帯数につきましては、変動は

ございますので、必ずしもイコールになるとは限りませんので、その点だけご了承願いた

いと思います。 

反保委員長 末原課長代理。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 先ほどの消耗品でございますが、消耗品は、コピー

代として計上しております。どのようなコピー代かと申しますと、自治区関係のコピー代

に使わせていただいております。それと１８万円の予算計上させていただいているのは、

各地域においての掲示板の補修・修理の分で計上させていただいております。 

反保委員長 中原委員。 
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中原委員 公共施設のあり方検討委員会について、１回目はいつごろ開催予定かお聞きしておきた

いと思います。 

それから委員会資料の３７ページ、広報公聴費の中で、節１１需用費の危機管理担当の

修繕料について説明をいただきたいと思います。 

それから、節１３委託料の法律相談弁護士委託料にかかわって、相談件数、昨年度と一

昨年度の件数をお聞きしておきたいと思います。 

反保委員長 保井理事。 

保井まちづくり戦略室理事 公共施設のあり方検討委員会につきましては、有識者と日程調整を進

めながら、第１回目につきましては、４月中の開催に努めていきたいと考えております。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 ご質問の修繕料につきましては、防災行政無線が６

１基、今備わっていますが、それの電池の交換分で１３８万円の予算計上を計画させてい

ただいております。これは２年計画で、平成２５年度３０基、平成２６年度は３１基とい

う形で予算計上をさせていただいております。 

反保委員長 早野副理事。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 法律相談の利用者数ということでございますが、平

成２２年度１１４件、平成２３年度１１７件、平成２４年度見込みとして１２０件となっ

ております。 

中原委員 今、修繕料のところで防災行政無線、２年計画で電池をかえていく。ごめんなさい、ち

ょっと聞き漏らして、その２年というのは、ことしと来年なんですね。そのこととあわせ

て、ほかのところに予算化されているのかもわからないんですけれども、その防災行政無

線の聞こえの悪さとか、そういったことの調査・点検等はどのようになさるのか、来年度

何か計画をお持ちであれば、お聞きしたいなと思います。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 その部分につきましては、無線システム保守管理委

託料の中に含まれておりますので、随時聞こえにくいところがあれば、業者にその旨、連

絡いたしまして、防災行政無線の聞こえの部分についての保守点検をさせていただいてい

るところでございます。 

反保委員長 よろしいですか。 

中原委員。 

中原委員 今お話をいただいた聞こえにくさへの対応については、節１３委託料の無線システム保

守管理委託料の中で対応していくということかと思います。以前お聞かせいただいた、本
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会議の場だったと思いますけれども、地域によって、ほとんど放送が聞こえない地域があ

るということを指摘させていただいたりとか、あとは聞こえにくさへの対応で、他の市町

村で行っているような電話をかけて内容が確認できるといったようなサービスとか、そう

いった聞こえにくさへの新たな対応という点で、何か努力していただきたいなと思うんで

すけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

反保委員長 谷下危機管理監 

谷下危機管理監 以前本会議の中でも中原委員の質問にお答えさせていただきました。実際、今年

度そういう地域のところがございまして、自治区長さんとお話しをさせていただきました

経緯がございます。その中で新たに防災行政無線の子機１基を増設するのには、非常に莫

大な費用がかかってまいります。そういったこともございまして、委員ご指摘の一般質問

の際に、電話回線を通じたサービスというものがありますよということでご指導いただい

たわけですけれども、それも一度検討させていただきましたが、それにつきましても、か

ける側が電話回線を使用することから費用もかかりますので、我々は今現在、現実的な対

応といたしまして、聞こえにくいところにつきましては、担当課のほうに電話をいただけ

れば、全てその内容をお伝えさせていただく。また日曜・祝日とか、そういった際には、

守衛のほうにも、その放送内容がわかるように原稿をお渡しさせていただいておりまして、

住民さんからの対応を行っているところでございます。また、あわせまして、自治区長さ

んにもその旨、ご連絡はさせていただいているところでございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 防災無線については、私は十分とは思いませんけれども、一定の努力はしていただいて

いるということが確認できました。その電話で聞こえにくかったものを問い合わせして確

認をするということですけれども、そのことは何らかの形で住民さんに対する周知という

か、ご案内等はちょっと覚えがないんですけれども、守衛さんに頼んでいただいたり、区

長さんにお伝えいただいたり、そういうことが必要ですけれども、一般の方が利用するた

めの手だて、そういうことができますよ、確認できますよということを知っていただくた

めの手だては何かとっていただいていたんでしょうか。気がつかなかったんだったらごめ

んなさい。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 中原委員のその手だてということなんですけれども、

現在、広報紙を通じたりという、そこまではやっておりません。今後、聞こえにくい場所、

また、自然環境の中で、やはり聞こえにくい部分もあろうかと思いますので、そういう際
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のお問い合わせということで、また広報なりを活用させていただいて、周知に努めていき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 今後、周知に努力いただくということでしたので、結構ですけれども、さっき説明の中

で、電話をかけてもらって、担当課に電話をかけてもらったらお答えしますとおっしゃい

ましたけれども、住民の方、私もかもわかりませんけれども、鳴っている放送の内容で、

どこの担当がやっているかなんていうのはわからないので、周知されるときに利用しやす

いというか、かけやすい案内の仕方に努力をいただきたいなと、工夫をしていただきたい

と思います。 

反保委員長 わかりました。要望で。 

中原委員 はい。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

お諮りいたします。 

暫時休憩することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 異議なしと認めます。 

暫時休憩いたします。 

再開予定時間は１時の予定です。 

（午後 ０時０３ 休憩） 

 

（午後 １時００ 再開） 

反保委員長 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

総務費の継続で。 

竹原副委員長。 

竹原副委員長 確認というんですか、大きな方針を聞いておこうという件がありまして、３８ペー

ジの委託料、庁舎耐震診断委託料というところで３００万円計上されておりますが、診断

をしていただくということで、大なり小なり結果が出てくるかと思います。安心して使え

ますという結果ならええなあとは思うんですけれども、これはもう緊急を要する改修が必

要というふうになるとか、今すぐ出ていってくれという話にならんとも限らないと思いま

すので、その辺どういうふうに思われているのかお願いできませんでしょうか。 
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反保委員長 中田理事。 

中田総務部理事兼総務課長 委員ご指摘のように、その耐震診断の結果を踏まえまして、緊急にや

む得ない状況も想定をされますけれども、まずそれにしましても、引き続き第２次診断と

か、また実施設計というところのお時間も必要ではないかと考えております。つきまして

は、本町の財政状況も依然と厳しい状況に変わりはございませんけれども、今後の財政収

支見込みを考えながら、早期に本庁舎の耐震対策のあり方につきまして、結論を出したい

と考えております。 

反保委員長 竹原副委員長。 

竹原副委員長 災害というのは、いつ起こるかわからないところで、やはり多くの職員さんと、ま

た来庁されてこられている住民さん等がおられると思いますけれども、やはり命を守るた

めには必要なことだと思われますが、緊急を要するとなったときには、また緊急に対応で

きるようにしていただきたいのですが、もう一回答弁願えないでしょうかね。 

中田総務部理事兼総務課長 実は、その耐震の診断というのはまだ出ておりませんし、おっしゃる

ように、どうしてもやむ得ん状況も想定はされますけれども、何かにつきましても、当然

診断となった後の、やはり引き続き第２次診断とか、実施設計も当然かかわってまいりま

すので、平成２５年度に結果が出まして、すぐ平成２６年度ということも、ちょっと早急

には手続的には、ちょっと難しいのではないかなと考えております。 

反保委員長 竹原副委員長。 

竹原副委員長 そうしたら、原課としてはそういうふうな答弁しかできないとは思うんですけれど

も、管理部門の長である町長のほうは、どのように思われていますでしょうか。 

反保委員長 田代町長。 

田代町長 今、担当のほうから説明のあったとおりですけれども、災害はいつやってくるかわから

ないということが一番ご心配のご意見だと、ご質問だと思います。そのことについては、

もう職員も、それは同じように住民同様やっぱり人命優先ですから、私どもとしては危機

管理面においては、徹底したやっぱり危機管理をしなければならないということについて

は、もう変わりございません。ただ、この本庁舎については、耐震をして、診断をして、

果たしてこれが結果が、いわば耐震化するほうが、本当にこれできるのか、それとももう

建てかえを必要とするのかという判断をするには、まず第１次診断をしっかりと見きわめ

てやると。じゃあ、その間に地震が起きたらどうするねんという問題もあろうかと思いま

す。それは、実は、そのために災害対策本部を水道の１階のほうへ、まず非常事態が起き
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た場合には対策本部をあそこへ設置していますので、そういった問題については、非常事

態の対応には問題ないかなと、このように思っている。ただ、職員がいざというときに、

やはり自分の命は自分で守るということの立場に立って、一斉にどこへ避難するかという

ことも通常職員に意識の向上をきちっと緊急体制のときのための、そういった防災マニュ

アルというものを常日ごろから渡しておりますので、そういった点は心配ないかなと思っ

ております。ですから、この本庁については、もうしばらく第１次診断の結果を見た上で、

またご報告なりして、議会の皆さん方のご意見も伺いながら検討していきたいと、このよ

うに思っております。 

反保委員長 よろしいですか。 

中原委員。 

中原委員 予算書の３８ページ、財産管理費の節１３委託料の中でお尋ねをいたします。集会所湧

水と読んだらいいのか、調査業務委託料とありますけれども、どこの集会所でどんな状況

になっているのか、お聞きしておきたいと思います。 

それから、３８ページの下に三つ地籍調査業務委託料というのと、デマンド監視業務委

託料というのと、特殊建築物等定期検査委託料とありますけれども、この三つについて説

明をいただきたいと思います。 

中田総務部理事兼総務課長 まず１点目でございますが、集会所湧水調査業務でございます。 

こちらは小島の集会所でございます。こちらは昭和５０年４月竣工でございまして、築

３８年を経過しております。鉄筋コンクリート造の４階建てでございまして、集会所の一

部がのり面を切り土をいたしまして施工しております。このような位置的環境の中で、数

年前から１階集会室とトイレ室の内壁と床面の一部に結露が生じております。対策としま

して、室内の空間の循環を行うために換気扇を設置しておりますが、抜本的な結露解消と

はなっておりません。つきましては、その１階部分がどうしてものり面の土の中にござい

ますので、そのために地下水の状況を調査する、確認をする必要があるんじゃないかとい

うところで、今般、集会所の敷地内に井戸を１カ所掘削いたしまして、その湧水の状況を

確認した中で、結露の改善対策を検討したいなという業務でございます。 

続きまして、地籍調査でございます。 

こちらは、まず地籍調査は何かといいますと、国土調査法に基づく調査でございます。

こちらは国土の多くの土地で、その境界や地籍が不明確なままになっているところがござ

いまして、１筆ごとの土地の境界、地籍等を明確に行うものでございます。この業務につ
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きましては、多奈川平野地区の一部におきまして、地籍の混乱がございます。そのため平

成２３年度から２６年度にかけまして、継続事業でございます。また、その本事業は、卖

年度の実施はかなり財政負担が大きくございますので、４カ年とした計画でございます。 

続きまして、デマンドでございます。 

こちらは、まずそのデマンドとは何かというところでございますが、書物によりますと

製品やサービスを供給する側より、それらを利用する側、それは需要という言葉でござい

ます。今回、このデマンドに関しては、電力デマンド、先に言いますと電力の需要でござ

います。まず電力会社が設置しておりますデマンド計がございまして、こちらは一時的に

生じる最大値をデマンド値でございますけれども、それを早期に予想するものでございま

して、高圧、特別高圧で充電を受けるビルとか工場には、３０分の最大の電力の需要計、

これがデマンド計でございますけれども、それが組み込まれたものが電力計でございます。

こちらの電気使用量を３０分卖位で計測しておりまして、使用電力を算出しているもので

す。それで、１カ月の最大値を記録して表示するようになっております。また、現在の電

気料金制度は、契約電力で決まる基本料金と電力の使用量で決まります電気量料金を併せ

て計算されています。契約電力は、デマンドの時限３０分の使用電力であるデマンドが基

準となり決定されます。このうちの最大値が最大デマンドとなりまして、この値が契約電

力を左右いたします。当然そのデマンド値が大きくなれば、契約電力も大きくなるという

ことになってまいります。このため同じ電力の使用量がございましても、契約電力が大き

くなれば電気料金が大きく上がってしまうという結果になってまいります。 

ちなみに本町の場合は、高圧で受電されている契約電力５００ワット未満でございます。

その月と過去１１カ月の最大デマンドの中でも大きな値が基本料金に使用されます。つま

り１回でも大きなデマンド値が出ますと、１年間はそのデマンド値が適用されます。 

以上のことから、電気料金を削減するためにも契約電力を低く抑えることが有効な手段

となり、またデマンド監視により、デマンドを控えることは使用電力量の削減にもなり、

また省エネを実現することにもつながります。というところで、今後もこのデマンド監視

を続けてまいりたいと考えております。 

ちなみに、参考でございますけれども、この契約電力の数字だけ申し上げますと、平成

２４年１月が１７７キロワットでございます。基本料金に直しますと、２９万８，２８９

円でございました。それが平成２５年１月に、職員は元より、また議会の議員さんのご協

力をいただきまして、１７０キロワットまで削減されました。となりますと、その段階で
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基本料金が２８万６，４９２円でございます。この差が１万１，７９７円でございます。

また、平成２５年２月には１４５キロでございます。ということは、２４万４，３６１円

ということは４万２，１３１円の削減というところが今後１年間続きます。となりますと、

昨年の１月から比べますと、かなりの削減額にもなってまいります。強いては、先ほど申

しましたように電気の使用料も同様に低くなってまいっております。 

最後でございますが、特殊建築物等の定期検査の内容でございます。 

この建築設備は、まず対象規模がございまして、延べ床面積が３００平米を超えるもの

でございます。こちらは、たんのわ海浜会館が該当しております。設置された当初の建築

設備は、安全性の機能について確保されておりますが、経年によりまして、务化や損傷、

機能の低下が生じてまいります。その対策としまして、建築設備の防災上の問題を早期に

把握いたしまして、改善を行うなど維持管理が重要でございまして、事故を未然に防ぐと

ともに、長く建築設備を使用するための業務でございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 デマンド監視業務について、よくわかりました。いつも気にされて一生懸命見詰めてお

られるあの機械ですね。より一層理解が深まって、コストの削減に役立っているというこ

とも改めてよくわかりましたし、その努力についてもよく理解するところです。 

引き続いてお聞きをいたしますが、３９ページの節１９負担金補助及び交付金のところ

で、集会所運営補助金というのがありますけれども、この内容については、金額が尐し増

額されているようにお見受けいたしましたので、何らかの理由があったのであれば確認し

ておきたいと思います。 

予算書４０ページの、これは前ページからいきますと企画費から続いているわけですが、

節８報償費の中で、企画地域再生担当のところにある岬ゆめ・みらい寄附謝礼についてお

尋ねをいたします。 

これは、主要事業一覧の中にあるふるさと応援事業というものに当たるのかなと思うん

ですが、これは寄附をいただいた方に対してお礼をするというものでありまして、その内

容について、どういったものをお礼として贈呈するお考えかお聞きしておきたいと思いま

す。 

それから、ここの予算書では６万３，０００円と書いてあるんですが、主要事業一覧の

ところでは８万１，０００円という予算額になっておりますので、この金額の差は郵送料

とかそういうものが入っているのか、ちょっとそのあたりの説明もお聞きしておきたいと
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思います。 

反保委員長 中田理事。 

中田総務部理事兼総務課長 集会所運営補助金につきまして、委員ご指摘のように昨年に比べます

と、若干上がっております。委員もご承知のとおり、電気料金の値上げというのが、今、

出ております。関西電力管内におきましては、従量電灯Ａにつきましては、平均１１・８

８％の値上げ申請を行っていると聞き及んでおります。かねがね集会所の管理につきまし

ては、地元の方々にご協力をいただきまして、管理を進めさせていただいておりますが、

今般、電気料金の値上げ分を加味した中で、集会所運営補助金を計上させていただいた次

第でございます。 

反保委員長 早野副理事。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 岬ゆめ・みらい計画の謝礼の件ですが、まず、ゆ

め・みらい寄附金とは、岬町を応援したい、岬町での思い出を大切にしたいなどの思いを

抱いてくださる皆様のご意思を持って、ふるさと納税ゆめ・みらい寄附金としてご寄附を

いただいているものです。このご寄附をいただいた方に対して、１万円以上のご寄附をい

ただいた方々に岬町の特産品を贈呈することと考えております。この品物につきましては、

商工会などとご相談をさせていただいて、品物を決めていきたいと考えています。今現在、

予定しておりますのは、いかなごのくぎ煮、ワカメクッキー、しいたけ、まんじゅうなど、

２，０００円相当と考えております。 

次に、地域活性化事業の岬ゆめ・みらい基金を活用し、地域の活性化に資する活動等に

対し、金額に応じて町の特産品等を贈答するということで８万１，０００円と、この６万

３，０００円の違いなんですけれども、送料を含めてです。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 １万円以上の寄附をいただいた方に対してお礼をするということですけれども、参考ま

でに１万円以上の寄附を下さる方というのは、例年何人ぐらいおられるものなのでしょう

か。 

反保委員長 早野副理事。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 済みません、今手持ち資料の中で、詳細な資料を持

っていないので、後ほどご報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

反保委員長 中原委員。 
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中原委員 お昼休みの間に質問を尐し減らしてきたんですけれども、もう尐しご協力をお願いいた

します。 

反保委員長 はい、どうぞ。 

中原委員 ありがとうございます。 

予算書の４１ページの一番下の、これは人権啓発費の中の節１３委託料、人権相談事業

の委託料について、相談件数をお聞きしておきたいと思います。過去２年間、今年度につ

いては見込み、昨年は確定していると思うので、この２年間、延べと実数でお示しをいた

だきたいと思います。 

もうちょっと聞いてもいいですか。 

反保委員長 はい、どうぞ。 

中原委員 予算書の４２ページの節１９負担金、補助及び交付金の中で、人権大学参加負担金とあ

りますけれども、何年かに１回、この人権大学参加負担金というのが計上されるように思

うんですけれども、これはどれぐらいの定期で行っているものであるのか。また、どうい

った内容の事柄を学ぶのか。どなたに行っていただいているのか。そのあたりについてお

示しをいただきたいと思います。 

それから、もう一点ですが、岬町人権協会補助金について、以前からお一人の方を新た

に雇用されるということで、過去に補正予算において計上されて、そのときにも申し上げ

ましたが、雇用の方法について、私がそのとき申し上げたのは、こういった内容の雇用の

仕方ではなくて、町として臨時職員、アルバイトの登録等もありますから、その中の一環

として募集して雇用してはいかがかということを申し上げましたが、そのことについてお

考えに変わりはないんでしょうか。 

それから雇用の必要性についても確認したいと思うんですけれども、当時は、青尐年セ

ンターに、まだ教育委員会の生涯学習課が移動していない時期だったと思うので、補完業

務ということで、それは必要性があるかもしれないなというふうに思った部分がありまし

たが、今は多くの職員さんが出入りしているということを考えますと、雇用の必要性につ

いていかがなのかなということも改めて確認をしておきたいところであります。 

３点お願いいたします。 

反保委員長 以上３点。 

阪本課長。 

阪本（正）総務部人権推進課長 １点目の人権相談事業の委託の相談件数でございます。 
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平成２４年度は４月から１２月の相談件数の内訳としまして、延べ件数２８件、実件数

１５件、平成２３年度、延べ件数４３件、実件数３２件、平成２２年度の延べ件数は２２

件、実件数は１５件でございます。 

続きまして、人権大学の参加負担金でございますが、この講座は部落問題をはじめとす

る人権問題を解決するために必要な指導者育成を目的として、啓発方法等などに関する専

門的講座をはじめ、差別とは何か、知識や理論だけでなく、実際に被差別当事者と出会い、

人権確立のために実践されている方々の現場を訪れ、学び、具体的な現実を体感すること

によって人権問題に対応する実力を養うために人権大学の講座が開かれることになってお

ります。 

それと３年に一度町村が参加する形になっております。 

それと岬町人権協会の補助金なんですが、平成２３年６月議会で、増額させていただい

て、その内容としましては、人権協会との協議の上、昨年と同じ額を計上させていただい

ております。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 人権大学についてですが、どういった方にご参加いただくのか、お答えください。 

それから、人権協会への補助金のことで、協議して決めているということでありました

けれども、私はその補助金全体の中で臨時職員という扱いになるのかどうかちょっとよく

わかりませんけれども、年度途中で増額されたセンターのいろんな事業なりの補助をして

いただいたりという方のお仕事の必要性についてもお尋ねをしましたので、そのことにつ

いてお答えいただけるのでしょうか。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（正）総務部人権推進課長 人権大学の参加に対しましては、町の職員を公募しまして、１名

派遣したいと考えております。今のところ、誰とはまだ決定されておりません。 

反保委員長 よろしいですか。 

白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 私から人権協会に対する補助金について何点かの質問について回答

させてをいただきます。 

補助金の金額につきましては、今担当の課長が説明しましたとおり、昨年と同額の金額

を計上しているところでございます。その中身につきましては、人権協会が人権に関する

自主事業とか研修事業など、是に類する事業、並びその人権協会の事務局の管理運営に関
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する職員、そういうものを補助対象といたしまして、町が補助を行っているところでござ

います。その補助金の中で、人件費の問題のうち、職員の雇用方法についてですが、まず

補助金の対象となっておりますのは、事務局の職員として淡輪及び多奈川に設置していま

す事務所の管理運営に関する事務職員各一名、合せて二名分、そして先ほどご質問ありま

した文化センターにおいては、専任の用務員を配属しておりましたが、この用務員を保育

所に配置替えをすることになりました。その用務員は、文化センター並びに青尐年センタ

ーの維持管理に要する清掃業務並びに、そのときの人権啓発室の職員数の不足を補うため

の事務補助として配属していたわけですが、それが異動したことによりまして、その代替

策について協議した結果、人権協会のほうから協働の精神という考えのもとに、その業務

について人権協会が担っていただけるという協議が整いまして、それに基づきまして、必

要な人件費相当分について、補助金を増額させていただいた経緯がございます。あとこの

雇用の方法をどのような形で雇用するのかとのご質問としては、町において直接雇用して、

配置してはどうかというご意見もいただいておりますが、あくまでも人権協会への補助金

として支出しておりまして、そして、補助団体は自主運営をモットーとしておりますので、

必要な職員数の雇用等につきましては、その補助団体が自主的に判断されて、そして適切

な方を雇用していただく。それに対して町が補助させていくとする現行の制度を引き続き、

継続してまいりたいと考えております。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 今、用務員のお一人の方について、説明を改めていただきまして、もともと過去の議論

でもお聞かせをいただいたところですけれども、もともとお一人用務員がおられたという

ことでありますので、その方が異動になったということで、一人足りなくなって、そこに

一人配置しなければならなくなったと。配置の必要性については認めるところなんですね。

そうしましたら、このもともとおられた一人という方は、どこが雇用主だったのでしょう

か。岬町が雇っていたということだと思うんですよね。アルバイトか臨時職員かどういう

形態かわかりませんけれども。じゃあ、もともとその用務員さんについては、どこと雇用

契約を結んでいたのか、どこが雇っていたのか、お聞かせください。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 人権協会への補助金の対象となっています、その用務員並びに事務

補助員の雇用につきましては、その用務員は保育所に配置転換となりまして、そこに欠員

ができたという経緯がございます。それらを踏まえて、人権協会協働の精神に基づき、そ
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の事務を担っていただくことになったことはご説明申し上げたとおりでございます。その

職員の雇用につきましては、人権協会において選考採用となったと思われますが、そのよ

うな方法で団体において自主的に判断されて、適切な方を雇用されたとお聞きしておりま

す。 

あと、先の答弁が充分でなかったのですが、生涯学習課が、青尐年センターに移動して

まいりまして、職員数がふえたのではないか。そして、そもそも人権協会にお願いしてい

る、この臨時職員分については必要ないのではないかというご意見もありますが、それに

つきましては１年経過したわけですが、生涯学習課の業務については、昨年もご説明申し

上げましたとおり、各種施設の管理から始まりまして、いろんな団体との協議等の事務が

ございまして、もう多忙を極めておりまして、職員数はふえましたが、この青尐年センタ

ーの施設の維持管理にかかる清掃業務などについては、なかなかそこまでは手が回らない

というのが実態でございまして、引き続き用務員の必要性というのは、続いておりますの

で、それについて人権協会において担っていただいている状況でございます。 

中原委員 どこが雇っていたんだという質問をしたんですけれども。 

反保委員長 白井部長、ちょっと答弁もう一度ちょっと、中原さんの質問のほうは、もう一度。 

中原委員 もともとそこでお仕事をしていただいていた、お掃除等をしていただいていた用務員さ

んは、どこが雇っていたんですか。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 経過を先に説明しましたが、その用務員の方につきましては、町の

職員でございますので、岬町が雇用いたしておりました。 

反保委員長 だから、保育所のほうへ行かれたという答弁をされている。 

中原委員。 

中原委員 いきさつはよくわかるんですけれども、それから、あわせて先ほどご説明をいただいた

出入りする職員は、配置されている職員はふえたとはいえ、なかなか施設の管理等には手

が回らないということもよく理解はできるんです。 

それで、私が釈然としない点は、もともと岬町が雇って用務員としての仕事をしていた

だいていた、その事業が岬町としての事業があるのに、どうしてその事業を人権協会を介

して補助金という形でお仕事をしていただかないといけないのかという、そこがちょっと

理解に苦しむところなんですね。何か物を言うてくれますか。 

反保委員長 白井部長。 
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白井総務部長兼財政改革部長 文化センター並びに青尐年センターに係る維持管理業務につきまし

ては、本来町の施設ですので、町が当然やるべき事業です。今回も保育所の用務員の必要

性に応じて人事異動しましたけれども、その後の維持管理については、当然町のほうが職

員を配置するか、または臨時職員を配置するか、いろんな方法で業務を継続していく必要

があるわけですが、ただ、そのときに人権協会から、こういう業務を含め、人権協会がで

きるものについては協力をしていただけるということで協議も整いましたので、こうした

経過を踏まえて、本来でしたら、町が実施しなければならないわけですが、その分を人権

協会において協働の精神という考えのもとに、できるものについては人権協会にて担おう

じゃないかというご意見をいただきまして、それを踏まえ町といたしましては、それにか

かる経費を補助金として支出して人権協会において必要な管理業務を担っていただいてい

る。それが今の状況でございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 もうこの件については、最後にしますけれども、こういう形をとることによって、言い

方がどうかわかりませんけれども、町の財政的には貢献していただいているというか、そ

ういうことになるんだと思うんですよ。それは以前もお聞きしたので、そういういたし方

ない、やむを得ない部分もあるのかなというふうにも思うところがあるんですけれども、

こういうことをしていくと、本来の行政のあり方とか、行政の行う仕事、また雇用の仕方、

そういったことが崩れていくことにつながりかねないんじゃないかなというふうに思うん

ですね。ですので、本来あるべき形での雇用、お仕事が行政としての責任を持った仕事が

必要だと、そこに事業にあるんだということであれば、ほかの例えば、本庁舎で事務をし

ていただく方として雇っている方と同じような形で雇用するのがあるべき形じゃないのか

というふうに思うという感想を述べたいと思います。別に答弁は求めませんけれども、何

か言いたいことがあったらどうぞ。言うてくれたら、また何か言うかもわかりませんけれ

ども。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 ご質問のとおり、本来庁舎の管理もそうですが、本来ならば町の施

設については、町が責任を持って当然やるべき仕事でございます。ですので、直接職員で

やるのか、または一部の業務を民間の会社に委託するのか。それと、新しく民間のノウハ

ウを生かした形の指定管理者制度とか、いろんな方法をもってして、コストの議論もあり

ますし、サービスの質の議論、そういうものを踏まえた上で一、番適切な方法を選ぶべき
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であることが、今の改革の流れにもなっておりますので、そうした中で文化センター並び

に青尐年センターに係る施設の維持管理を検討した場合、現行の人権協会に対して補助金

を支出することによって、管理運営の一部を担っていただくとする現行の方法が、町とし

てはベストではないかと考えているところでございます。 

反保委員長 中原さんよろしいですか。 

中原委員。 

中原委員 せっかくお考えをお述べいただきましたので、これ以前議論したときに、補正予算をつ

けるときの算出の根拠のところで、たしか時給を７９０円ということで算定されていたか

なと思うんですよ、そういう議論があったと思うんですね。今、最低賃金が大阪は上がっ

てますから、そういう意味では時給８００円ということで、この予算をつけるときの根拠

にされているんでしょうか。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 この補助金に係るの財政に対する予算要求の際に、当然、人権団体

と人権推進課の間で協議を行いまして、その中で補助金の要求額を決めていくわけですが、

町財政も厳しいということもありまして、できる限りの補助金については据え置きと方針

でございます。そうしますと、ご質問ありましたとおり、賃金の卖価については、最賃も

上がっていることですし、当然現行の補助金を据え置きするということは、賃金をどのよ

うに取り扱いにするかということが問題になりますが、それは予算の総額の範囲内で勤務

時間数を調整するなど、補助金の範囲内で業務を行っていただくように協議を行いまして、

それに基づきまして、予算要求をさせていただいて、当初予算に計上させていただいた次

第でございます。 

中原委員 もうこんなもんにしましょう。 

反保委員長 はい、わかりました。 

ほかにございませんか。 

田島委員。 

田島委員 目の財産管理で、節の１３委託料。ここで、多奈川地区の法面対策検討調査業務委託料

９２４万４，０００円。これはどういう調査、業務か。業務内容を一応教えてください。 

中田総務部理事兼総務課長 まず、この多奈川地区法面対策の調査内容でございますが、こちらは、

多奈川朝日地区の法面でございます。ご存じのように、約４０数年前に造成されました急

傾斜地の法面に住宅を建設されております。その中でコンクリートの剥離とか、構造化等
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が変状が見受けられます。つきましては、今後、発生が想定されます東单海・单海地震に

伴う被害を軽減するための対策が必要かなというところで、今般、調査業務を実施するも

のでございます。こちらは平成２５年度につきましては、対象エリアの平面図及び調査ボ

ーリング９カ所のうち６カ所行います。平成２６年度につきましては、残りのボーリング

調査３カ所、また地下水の観測９カ所、最終的には平成２５年度の結果を踏まえての解析

の業務、最終的には対象エリアの対策方針等を検討してまいりたいと考えております。 

田島委員 了解しました。ちょっと僕勘違いしておったんで、場所的に違いましたので、結構でご

ざいます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

早野副理事。 

早野まちづくり戦略室副理事兼企画担当課長 先ほど中原委員のふるさと納税、１万円以上の件数

につきましては、平成２３年度が１２件、平成２４年度についても同様の１２件程度の見

込みとなっております。 

反保委員長 ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、総務費についての質疑を終わります。 

続いて、民生費に入ります。 

予算書の５６ページ、５７ページの目、文化センター費をごらんください。 

質疑ございませんか。５６、５７の目、文化センター費。 

中原委員。 

中原委員 予算書の５６ページの節８報償費についてお聞きします。 

運営委員の報償費として１２万２，０００円計上されておりますが、以前お聞きしたと

ころ運営委員さんとしては１０名、それから計画としては、年２回会議を持つというふう

にお聞きしていたかと思いますけれども、来年度においてもその予定でしょうか。 

それから、その下に講習事業を講師謝礼とありますが、これはどういった事業、またど

ういった講習を行うのか、お聞きしたいと思います。 

反保委員長 ２点の答弁お願いします。 

一本教育委員会事務局理事兼文化センター所長 運営委員の報酬費につきましては、平成２５年度

も平成２４年度と同様となっております。 
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次に、講習事業の内訳でございますけれども、２０万円の内訳としまして、１０万円は

前もやっております介護講座、これを引き続きやっていきたいと。それと介護に携わって

おられるのは、女性だけではなくて、男性の方も介護に携わる場合もあるかなということ

もございますので、男性の方を対象にいたしました料理教室というのを考えております。

これに対しての報酬費が１０万円でございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 講習事業について、さらにお聞きしますが、以前された介護講座ということでしたので、

つい介護講座と聞くとヘルパーの資格を取るためのかなと思ってしまうんですけれども、

そうではないほうですね。介護をされている家族がよりよい介護といいますか、そういう

ものを目指した講習ということになるんでしょうか。一応確認をさせてください。 

一本教育委員会事務局理事兼文化センター所長 そのとおりでございます。 

ホームヘルパーの講習とかそういうのではなくて、実際おうちのほうで介護をされてい

る方に尐しでも役に立つような講座となっております。 

反保委員長 よろしいですか。 

中原委員。 

中原委員 同じテーマで行うということは、ニーズがあるというか、非常に前回行われたときにい

い感想が寄せられたとか、たくさん参加者があったとか、必要性が大いにあるというふう

に認められてのことなのか、お聞きしておきたいなと思います。 

一本教育委員会事務局理事兼文化センター所長 募集人数につきましては、当初１０名程度を見込

んでおりますが、実際には五、六名の方の参加で、人数的に尐ないかなという気はします

が、ただ来られている方からのご意見といたしましては、自分が習ったことを講座に参加

できない方々にも教えてあげられるということで非常に好評でございます。 

反保委員長 よろしいですか。 

ほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、民生費についての質疑を終わります。 

続いて、消防費に入ります。 

予算書の８２ページから８４ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

田島委員。 
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田島委員 目の消防総務費で、節の報酬の部分についてちょっとお尋ねします。 

この消防団というのは、大変貴重な大事なそういう組織ですけれども、今現在１１１名

でよろしいですかな、団員がね。この中で、ちょっと確認したいんですけれども、団員数

がここでは報酬費が１１１名と、そして２点だけ確認したいんですけれども、消防団員に

なるのは、まずどういう条件があるのかと。この点まずちょっと説明願えますか。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 今現在１０９名の団員数になっております。平成２

５年４月１日より、４名ふえ、１１３名で活動を行うことになっています。団員の根拠で

すが、一応各地区の自治区長、またその他民生委員の方々等、消防団員の幹部の方々が相

談していただきまして、健全なる健康で活動できるという方がおられれば、団員になって

いただくというふうな運びになっております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 健康でなかったら、我々の生命、身体、財産の保護に任じませんわな。ただ、私これ心

配しているのは、まず団員さんが町内居住の方であるのか。でなければ、いざ緊急時は対

応ができないと。そういう心配をしますし、そして今団員が足らなくてプラス４名を努力

してもらって確保していただいたと。これは何が要因かといいますと、私なりの判断では、

高齢化ですね。もうそれが要因ですので、今現在、その団員さんの通常団員の場合、幹部

は知りませんけれども、通常団員の定年制は６５歳までと聞き及んでいるんですけれども、

やはりもう尐子化で、大変こういうご苦労をされる方が定年制で６５歳で退団してもらっ

たら、まだまだ健康で頑張っていただけるのになという方も多々ありますので、その定年

制の引き上げとか、そういういろんな検討はしていただけるのでしょうか。その点まず説

明お願いします。 

反保委員長 谷下危機管理監。 

谷下危機管理監 今回の会派代表質問におきまして、団員の減尐ということで、岬町だけではなく、

全国的にもそういう傾向が見られるということがございますと、お答えさせていただいた

ところですが、同様に岬町が本当に具体的にどうするのかということで、現在の団員につ

きましては、区域内に居住する者ということで、条例には明記しております。在勤という

部分につきましては載せておりません。ただ、これは日本消防協会におきましても、消防

団の資格ということで１８歳以上で、当該市区町村の居住者または在勤者というふうに明

記してございます。それとまた近隣の町では、在勤者というところを明記しているところ

もございます。やはり広く団員募集をしていこうとしても、そういう一定の制約がござい
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ますと、問題が出てくると思いますので、間口も広げていくような形で適正な消防団員の

確保に努めていきたいと、そのためには、条例改正も必要になってくると考えます。 

それとあわせまして、定年制の問題、岬町でも再任用制度ということで退職定年を迎え

ましても、元気であれば働いていただけるという環境づくりをしております。そういった

こともあわせまして、総合的に見直していこうということを真剣に検討していかなければ

ならない時期に来ていると思いますので、早急に結論を出していきたいというふうに考え

ております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 そういうことで心配しているわけですわ。結局定数、頭数だけじゃだめと思うんです。

やはり定数の中には、まず優先的に岬町在住と、そして在勤しておられるということと、

そして数が足らなかったらどうするかといったら、定年制を上にもっと持っていただいて、

健康な方もおりますので、その部分を本当に真剣に考えていただかないと、これからます

ます消防団の団員さんの確保が難しいと思うんです。また、プラス予備団員ということで、

当町の職員さんでも年齢的にまだまだいける方がおりますので、予備団という形も考えて

いただくということで、一つ年齢の引き上げをちょっと今度の条例改正についてご検討願

いたいと、かように思いますので、心配しているんです。減らせじゃないんです。ふやし

てください。実動部隊を確保してくださいという考えを持っていますので、条例改正のほ

うに一つ私の要望も検討していただきたいなとかように思います。答弁いただいてよろし

いですか。 

反保委員長 谷下危機管理監。 

谷下危機管理監 今の要望につきましては、十分に受けとめまして、我々も真剣に検討してまいり

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

反保委員長 よろしいですか。 

田島委員 年齢上げるんやったら、僕らでもよかったら使っていただいてもよろしいんですよね、

まだ６５歳ですので。ありがとうございました。結構です。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

中原委員。 

中原委員 予算書の８２ページの節１１需用費にかかわってお尋ねをいたします。 

来年度全町的な防災訓練を行うということで、総合防災訓練ということをお聞きしてお

りますけれども、これは大変大事な事業だなというふうに私思っていまして、ぜひとも成
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功をさせたいというふうに思うんですよね。いろいろな仕掛けとか工夫が必要かなという

ふうには思っているんですけれども、ここに書かれている節１１の需用費の中のものが、

その総合防災訓練にかかわりがある予算というふうに見たらいいのか。うんうんと言って

くださっているからそうみたいですね。わかりました。そのようですので、総合防災訓練

についてお聞きをいたします。 

今のところ、どういった内容をお考えなのか。議場でも聞かせてはいただきましたけれ

ども、お聞きした部分が全てなのか、変な言い方ですけれども、私の印象としましては、

何かみんなが１カ所に集まってきて、消火訓練をその場でやったりとか、地震車がそこに

あって、地震の体験をできるとか、そういう印象なんですけれども、私はそういうものだ

けではちょっと不十分だなと思っているんです。そういう取り組みが大事じゃないとは決

して言わないんですよ。ですけれども、もっと実効性のあるというか、本当に自分の身に

降りかかってきたときに、自分が何ができるかというようなことを考えれるような機会に

する必要があると思っていて、そういう意味ではちょっと議場で聞かせてもらった中身に

ついては、こんな言い方をしたら失礼かもわかりませんけれども、ありがちな防災訓練を

もしかしてお考えなのかなと思って、どういうものをお考えか、もう尐し詳細にお聞かせ

をいただきたいなと思います。 

それからもう一点、その８２ページの節１９負担金、補助及び交付金の一番下の婦人防

火クラブ補助金とありますけれども、この予算についても説明をいただきたいと思います。 

それから、その下にいきまして、泉州单消防組合負担金についてもお尋ねをいたします。 

ここに掲げられている金額が、当面の間は毎年の岬町にとっての負担額というふうに理

解していいのかどうかということが１点、それから消防力は結成当時は、現状を維持する

というのが組合の約束になっていたかと思うんですけれども、その消防力についてお聞き

するんですけれども、「現状」を維持するの「現状」の人数のことなんですけれども、人

員は、その「現状」と言っていたときは３６５人であったんです。定数としては、３６１

人というふうに定められてはおりますけれども、計画の中で発足当時は現状を維持すると

いうふうに書いてありましたから、３６５人が維持されて発足されているか、この点を確

認しておきたいと思います。 

反保委員長 谷下危機管理監。 

谷下危機管理監 まず、先ほどの経費の件につきましては、その経費の性質に応じまして、適切に

区分分けしまして、それぞれの費目ごとに分けております。ですので、１カ所にこれとい
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うことではなくて、それぞれの経費の費目に分散しておりますので、その点ご理解よろし

くお願い申し上げます。 

それと消防訓練のほうですけれども、具体的にということで、今回の一般質問にお答え

させていただいたわけですけれども、訓練の目的はあくまでも震災等によって、大規模な

災害が発生したということを前提にいたしまして、地域防災計画に基づいた、実践的な訓

練ということを目的としております。ただ、訓練の想定につきましては、单海トラフに起

因する巨大地震が発生したということで、消防署関係の情報伝達訓練と、また初期消火を

含めた、各種訓練、また体験訓練というふうな三つの構成を今考えておるところでござい

ます。また、それぞれの地域につきましては、これまでどおり、その地区の実情に合った

訓練を行ってまいります。その地域の自主防災組織、また地域に出向いて出前講座も含め

まして、消防団や、消防署員の方々が出向いていただいて、実情に合った訓練を実施し、

それと合わせまして、今年度平成２５年度は、こういった情報伝達訓練を広く皆様方に周

知をさせていただければ、実際にどのように行われるのかということを理解していただけ

ればというふうに考えているところでございます。 

それと、泉州单消防組合の運営計画の中にお示しさせていただいておりました人員配置

ですが、定数３６５人、しかし３６１人になっているということで、消防力の低下ではな

いかということなんですけれども、当初３６５人体制ということで運営計画を作成させて

いただきました。その運営計画作成後、４名の早期退職者が発生し、それで現在３６１名

となっております。ただ、この４名の減につきましては、再任用制度で４名を雇用するこ

とになっております。ですので、本年の４月１日スタートする消防力につきましては、現

在の定数３６５人をもってスタートされますので消防力の低下にはならないというふうに

考えております。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 続きまして、婦人防火クラブの補助金についてでご

ざいますが、婦人防火クラブとはということで、毎年の火災統計では全ての火災の約６割

が建物火災で、火災による死者の６割以上が建物火災によるものであります。その半数は

住宅火災で占められているという報告がありますので、このことから住宅火災を減尐させ

ることが必要であり、大事なことであることがわかり、そこで住宅火災において、防火対

策を進めるには、常日ごろ家庭での火気の取り扱いの多い婦人の果たす役割が大きくかか

わってくることから、地域の婦人の方々に共同して防火に関する知識を学び、みんなで活

動することに意義があることから、家庭の主婦などを中心に組織した婦人防火クラブが家
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庭における防火を推進し、火災のない、安全な社会の実現を目指して、さまざまな活動を

行っています。全国で各地に約１万２，０００の団体が結成されております。その中の１

団体として岬町婦人防火クラブがございます。また、防火クラブの活動として、火災予防

の知識の習得、各家庭の防火診断、住宅用火災報知機の普及活動、地域における初期消火

の訓練というような活動が中心となって、婦人防火クラブが行っているということでござ

います。 

また婦人防火クラブ連合会は、各地区で結成されている４クラブ、約７３名で組織され

た女性の防火団体です。設立年月日は各地区でまちまちですけれども、孝子地区婦人防火

クラブが昭和６２年１０月１日、多奈川地区婦人防火クラブが平成１７年１２月９日、深

日地区婦人防火クラブが平成１８年７月１９日、淡輪地区が平成１８年１１日１日という

ような形で、今までは岬消防署が対応して行っておりましたが、２５年度予算から補助金

を町で計上をすることにいたしましたので、よろしくご理解をお願いいたします。なお、

活動のお手伝いは岬消防署が今までどおり行っていくということになっております。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 婦人防火クラブに対する補助金は、これは初めてのことだったかなというふうに思った

ので、以前から尽力されていることもよく存じ上げておりましたし、必要な予算措置とい

うふうに感じるところです。 

あとは、ちょっと１個答えもらってなかった泉州单消防組合の負担金のことを答えても

らっていいですか。 

反保委員長 谷下危機管理監。 

谷下危機管理監 泉州单消防組合の負担金につきましては、従前から説明申し上げてますように、

過去３年間の平均値をもって、支弁していくということに、これからも変わりはございま

せん。 

中原委員 この負担金は、何年間この負担金を支払うんですかね。途中で見直す時期が、数年後、

３年後やったり、５年後やったり、いろいろお聞きしていたと思うので、何年間はこの負

担金でいくのか、確認させてください。 

反保委員長 谷下危機管理監。 

谷下危機管理監 一応３年間を一定のめどといたしまして、見直しを図っていきたいというふうに

協議をさせていただいております。 

反保委員長 中原委員。 
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中原委員 ４月から発足をする泉州单消防組合の消防力については、数としては努力をされて、消

防力を維持すると、人員を維持するということが確認できました。範囲が広くなりますの

で、私は不安を感じるところが大いにあるんですけれども、人命、財産を守るということ

で、町としても引き続き努力をしていただくようにお願いをしておきたいと思います。 

それから、総合防災訓練のことですけれども、総合防災訓練とは別に地区ごとに従来か

らやっていた訓練も行うということで、重層的にいろんなことができるというふうに思い

ましたし、情報伝達訓練については、特に重要だと思いますので、実践的な訓練を考えて

いるとおっしゃられましたので、またその内容については、詳しく私も参加することで体

験もしたいと思います。 

もう尐しお聞きするんですけれども、予算書の８３ページの目３水防費にかかわって、

水防団員の出動報酬というのが節１にございますが、この人数が従前と比べて大幅にふえ

ているように感じるので、そのあたりについてご説明をいただきたいと思います。 

それから、予算書８４ページの一番上に、地域防災計画改定業務委託料というのがあり

まして、これは抜本的な地域防災計画の見直しということだと思うんですけれども、来年

度でどこまでのことをしようとされているのか。もう策定までしてしまうのかどうか。ど

ういったところに来年度中の目標を持っておられるのか、お聞きしておきたいと思います。 

末原まちづくり戦略室危機管理担当課長代理 水防団員の出動報酬についてお答えいたします。 

平成２５年４月１日をもちまして、団員数が１１３名になります。出動報酬２，８００

円に団員数で求めた金額が３１万７，０００円でございます。算出の根拠としましては、

平成２４年度に６月２１日から２２日にかけての大雤警報に出動しました。また、７月７

日にも大雤警報が発生しまして、団が出動しております。また９月３日にも台風１７号で

約７６名の団員が出動していると。また１０月１７日に大雤警報が昨年度発生しておりま

すので、これらのことに鑑みまして、予算に計上させていただいているところでございま

す。 

谷下危機管理監 私からは、地域防災計画の状況について、まず現行の地域防災計画は、平成１７

年に見直しをしておりましたが、以降、防災体制や避難所等の微調整で今日に至っている

という状況がございます。近年、国・府の防災対策と整合した計画とは言い切れない内容

となっておりますので、東日本大震災を受け、また府の地域防災計画の大幅な見直し等が

想定されておりますので、そうした府と整合した地域防災計画を見直す予定としておりま

す。 
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まず今回どこまでやり切るのかということですけれども、今後の事業計画といたしまし

ては、平成２５年度にまず津波ハザードマップを作成させていただきたいと考えておりま

す。平成２６年度には、大阪府の地域防災計画のほうの見直しも完了している状況が見受

けられますので、そういったことから本町の地域防災計画の抜本的な見直しを改定する予

定でございます。その根拠といたしましては、先ほど８４ページに６１２万１，０００円

を委託料として計上させていただいております。 

それと予算書の１０ページのほうに、第２表で債務負担行為、地域防災計画の改定事業

ということで、平成２６年度６０４万１，０００円をあわせて計上させていただいておる

ところでございます。 

こういう形で事業を平成２５年度、平成２６年度ということで継続的に実施してまいり

たいと考えております。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 地域防災計画の見直しについて、さらにお聞きしますが、住民の意見を聞いたりとか、

委員さんに意見と聞くというのは、来年になりますか。 

谷下危機管理監 地域防災計画の全体の部分につきましては、確かにそういう形になろうかと思い

ますが、津波ハザードマップにおきましても、そういった防災会議を開く前に、広く住民

からの声を聞くということの取り入れをしていかないといけないと思っております。つき

ましては、平成２５年度には、各区長代表の方々とお話をしながら、そういう地元の方々

と意見交換をしてまいりたいというふうに予定しているところでございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 今、区長代表とお話をするということが挙げられましたけれども、それ以外のいろんな

団体の方からも意見を聞いたりされることと思いますので、いろんな分野の方から丁寧に

いろいろ聞き取っていただいて、計画に反映させていただきたいと思います。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、消防費の質疑を終わります。 

続いて、教育費に入ります。 

予算書の８４ページから９７ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

田島委員。 
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田島委員 教育費で２問ちょっと質問をしたいと思います。 

まず項の教育委員会費、ここで節１の教育委員報酬５人となっているんですけれども、

ちょっと確認だけしたいわけです。従来６名の定員でしたのですけれども、今回５人とい

う計上をされているんですけれども、これには何か事情があるのか。６名で運営されてお

ったのを今度５名と。５名にしたら何か運営に支障を来すのか、また５人で運営ができる

のかという、内容的にこの部分、教育委員の定数について説明を求めたいのと、もう一点、

これは項の学校管理費の節の１３ですね、８７ページ、一番上段、ここの委託料で水泳指

導業務委託料、そして１４の水泳事業バス借り上げ料、この２点等についても説明をお願

いいたします。 

反保委員長 はい、２点よろしく。 

福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 教育委員につきましては、従来どおり６名です。５名となっ

ておりますのは、教育長も教育委員でございますので、教育長は一般職の給与に含まれて

おりますので、変更はございません。 

続きまして、小学校管理費の委託料の中の水泳指導業務委託料につきましては、各小学

校３校ですね、１学年３時間ずつ各学年指導に行っておりまして、ピアッツァ５で指導を

受けているところでございます。 

また、バス借り上げ料につきましては、多奈川小学校につきましては、スクールバスを

利用しておりますが、淡輪小学校では、バスを２台借り上げ、深日小学校では１台を借り

上げ、借り上げ料となっております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 教育委員会の委員は５名という、今の説明は理解いたしました。そして、水泳の指導業

務委託料ですね、これは水泳のその指導というのは、学校の教師がするのであって、委託

してまで水泳を教えるんですかな。その点、素人ですからわかりませんけれども。ただ、

この委託料が３００万円何がしいってますし、それに関連してバスの借り上げ料２００万

円いってますわね。水泳の時間、１学年３時間でやったと言ってるんですけれども、年間

を通じて水泳指導は何日ぐらいやってますか。冬場はしないと思うんですけれども。夏場

のシーズンに全体で何時間の水泳の授業を指導されているのか。それで、先ほど申しまし

たように、指導は委託しているというような感じに読み取れたんですけれども、これは授

業の一環として、教師が指導せざるを得んもんと違うかな。まずその点お答えください。 
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反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 学校の先生も当然プールに入って指導は行っております。し

かし、学校の先生だけでしたら、水泳の時間数から専門的でもございませんので、著しい

上達が見込めないことも考えられますし、安全面等も考えて、その辺にたけたピアッツァ

５で水泳のスクールをやっている先生に一緒に委託をやっているところでございます。 

時間数のほうは尐しだけお待ちください。 

反保委員長 古谷教育次長。 

古谷教育次長 小学校の児童の水泳指導授業につきましては、これは岬町は海に面している自治体

であるということを踏まえまして、小学校の卒業時には、全ての子どもが泳げるようにし

ようという目標を掲げまして、取り組んでいるところでございます。 

現在のところ、小学校卒業時には、おおむね９５％から９８％、つまり学校で全く２５

メートル自力で泳げないということはほとんど１人か、淡輪小学校では２人程度という実

績になっておりますので、その辺、そういう目標を持ってやっておるということでござい

ます。 

それと当然水泳授業ですね、これ危険を伴うものでありますので、先生も当然ついてい

って、子どもの体調、顔色も見ながら、危険を伴うということを十分把握しながら、安全

を確保しながらやっているということでご理解をいただきたいと思います。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 先ほどの延べ回数のことですが、淡輪小学校につきましては、

１学年ずつ３回が１８日間、深日小学校は２学年（高・中・低学年）ずつが３回が９日間、

多奈川小学校は３学年（高・低学年）ずつ３回が６日間、合計３３日間を授業を行ってお

ります。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 大体わかったんですけれども、これはどうしてもプールでなかったら、国からの通達が

指導要綱があるので、プールなければいかんのか、それとも仮に全国各市町村でプールを

持っていない市町村の小学校等々で海の近くでしたら、安全な指導員がついて訓練できる

と思うんですけれども、どうしてもプールでなければいけないのか。その点ちょっと答弁

願いたいんですけれども。 

反保委員長 答弁者。古谷教育次長。 

古谷教育次長 この水泳授業につきましては、必ずプールでやらなあかん、あるいは水泳授業その
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ものを学校行事の中で必ず取り組めということにはなっておりません。水泳授業をやらな

い。それこそ陸上で先生が水の危険性とか、それだけ教えて終わっている学校も、全国に

は一部あるとは聞いています。それから、プールのない学校も尐ないとは思うんですけれ

ども、あるようには伺っております。ただ、岬町としては、ピアッツァ５の温水プールを

使って、１学期の早いうちから、夏場の水のシーズンを迎えるまでに３回なんですけれど

も、各学年水泳指導をやると。卒業時には、先ほど申し上げたように、泳げない子どもを

なくしていこうということで取り組んでいるところでございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 プールでなかってもいけるということを答弁いただいたんですけれども、３３日間です

かな、トータルね。本来、これ夏場の授業と思うんですけれども、岬町には、海水浴場が

ありますわね、地元の。やはりその海水浴場で練習させるのも一つの策ではないかと。や

はり学校教育も、そういう地元の海水浴場で訓練させているとなれば、聞こえもいいし、

そして送迎等の部分も５３５万円ほど浮いてきますわな、その分を導入したら、海水浴場

でも結構、子どもというのは海水で泳ぐのも楽しいと思う。私ごとで悪いんですが、小さ

いうちはプールもないし、何もないし、海と川だけで指導員もなしで１人で犬かきを覚え

て、平泳ぎを覚えて、そして１キロほど泳ぐだけのことをしたんですけど、それは泳げな

い子どもをなくすように、それはいいことです。やはり、２５メートル以上せないかんの

ですけども、あんまり言うたら嫌われますので、もうわかりました。一応泳げない子ども

をなくすために、そういうふうな指導をされているということを理解いたしました。 

もう１点だけ、プールの問題ですけども、１点、これはまだ教育財産と思うんですけど

も、長年プールが使用しないで現存してますよね。この部分について、将来的にどのよう

な整理をされるのか、計画をしているのか、まず計画があれば教えてほしいんですけど。 

反保委員長 笠間教育長。 

笠間教育長 ご指摘のプールにつきましては、淡輪地区に１カ所、そして岬中学校の海側に１カ所

ございます。現在、休止中でございます。 

なぜ休止中かと言いますと、もう約７年になるわけでございますけども、機械等々がも

しかスタートしなければならなかったら、非常に多額の経費がかかります上に漏水も起き

ておったわけでございます。 

それで、今町長とも将来的な計画については協議中でございます。ただ、今現在もう一

回復活してほしいという意見はあんまりなくなってきておりますので、いろいろな工事を
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して、駐車場とか地元で何らかの形で使えてもらえるものにしたいなという意見はござい

ます。それは、近々またどういう検討会を開きまして、町長のほうへ持って上がりたいと

いうふうに思っておりますし、現実にもったいない施設であると。 

そして、子どもたちだけでなくいろんな人が入ってきて事故を起されても困るなという

思いもございますので、検討課題だと思っております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 水泳については、手厚い子どもさんのために一生懸命教育されているということは理解

いたしました。後の部分で、この７年間も教育財産をそのままに置いておくと。はっきり

言って、もうこれだけの手厚い水泳指導をされているんですから、元のプールで水泳する

ということは考えられませんので、一つ教育財産の今後の展望、教育財産から移管さすの

か、そのまま置いておいて、また教育財産として有効利用の計画を早急にしてもらわない

と、あの現状を見たら、やはり景観もいいことないし、そしてどうするんやと、やっぱり

町が町財政のことについても、何か暗い感じになるので、早急に計画立てて、何らかの財

産の対応をしていただきたいなとかように思いますので、これは要望しておきます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

川端委員。 

川端委員 ９３ページの淡輪公民館費のところなんですけども、淡輪公民館費の図書室なんですけ

ども、私の認識では淡輪公民館費の図書室については、岬町は図書館がないからそのかわ

りになるものというふうな認識が、以前からそうやったと思うんですけど、もうそれは変

わったんですが、なくなったんですか。 

淡輪公民館費の図書室は、岬町の図書館にかわるものという、私はそういうふうに認識

してたんやけども、ではなかったですか。 

反保委員長 古谷教育次長。 

古谷教育次長 ご指摘のとおり、岬町図書館の整備がしておりませんので、図書館機能を担って

おるのは淡輪公民館費の図書室ということで現在も変わりはございません。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 そしたら、以前は職員で司書の資格を持った方がいてたと思うんですけども、現在、職

員は一人で、これは多分公民館の館長になると思うんですよね。後は臨職さんになるかな

と思いますね。 

そうしたときに言うたら、司書の役割をする方というのはいてないということになるん
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ですか。 

反保委員長 天野館長。 

天野教育委員会事務局淡輪公民館長 現在、正職員については私一人でございまして、図書司書

につきましては、臨時職員で対応をしております。従いまして、７の賃金のところ、臨時

職員賃金というのがあるんですけども、そこで図書司書と用務員と事務局の事務員、この

３人分を計上しております。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 図書司書の資格を持った人がちゃんといてるということなんですね。 

それと後、文化センターと、文化センターのときにお聞きしなかったんですけども、文

化センター、淡輪公民館、この位置づけというのが、私的にはどちらも文化を担う、岬町

のこの文化を担う施設というふうに、ちょっと場所が北のほうと单のほうというふうに思

うんですけども、この辺の位置づけというのはどうなるんですか。 

反保委員長 教育次長。 

古谷教育次長 文化センターのほうは、もちろん文化センターという名称でございますので、そう

いう役割もあるんですけども、現在のところ、まだ隣保館としての役割、位置づけもござ

います。その辺の整理につきましては、アップル館も含めまして公民館機能を持ってる整

理に、施設の老朽化等も含めて、今後公共施設のあり方につきまして検討を進めて整理を

していかないかんなというふうに考えておるところでございます。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 というのは、言うたら文化センターでだったら文化センター費の中には報償費があるん

ですよね、計上されてるけども、淡輪公民館も以前は報償費があったはずなんやけども、

これも行革、行革で削られて、現在は報償費が入ってない。また、補助金も淡輪公民館に

補助金もないという形になってきてるから、そやから、本当に位置づけがどうなのかとい

うことでお聞きしたんです。検討ということね。 

報償費なんですよね。文化センターのほうは報償費がついてる。淡輪公民館は報償費が

ついてない。淡輪公民館も以前は報償費がついてたはずなんですよね。それでもって、い

ろんな何かちょっと講習事業とか講師謝礼も出してたはずなんですけど、何年か前まで、

今はついてないですよね。 

反保委員長 教育次長。 

古谷教育次長 ご指摘のとおり、淡輪公民館かねては講座のための講師の謝礼とか報償費とかいろ
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いろついておったなということでございますが、ご指摘のとおり、財政改革の折と言って

はなんですけども、その辺が整理されてしまっているのが現状でございます。 

町内広いんですけれども、岬町の場合、中央公民館というような位置づけでございませ

んので、淡輪という名称を介した公民館でございます。また、多奈川のほうでは過去の経

緯も含めて文化センターというところがあって、そこで講座もやっておるなと、若干であ

りますけども、非常に尐ない予算でありますけども、若干残っておるなということでござ

います。 

先ほど申し上げましたように、施設の老朽化等も含めて総合的にこれから施設のあり方、

また文化事業、講座事業のあり方というのは、財政状況も見ながらですけども、充実なり、

また整理も図らないかんなということで考えております。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 状況をまた聞かせていただいたらいいということですね。 

反保委員長 お諮りいたします。 

暫時休憩することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 異議なしと認めます。 

再開予定は２時５０分です。 

（午後 ２時３６分 休憩） 

 

（午後 ２時５０分 再開） 

反保委員長 休憩前に引き続きまして会議を再開します。 

教育費の質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 予算書の８５ページ、事務局費のうちで節８報償費にかかわってお尋ねをいたします。 

指導課のスクールカウンセラー報償費とありまして、これは予算の数字でいきますと７

８万９，０００円という格好でこれまでと変わらない金額が計上されているんですね。以

前、本会議の場でスクールカウンセラーの事業の相談時間や機会の拡充が必要ではないの

かというふうにお尋ねをして、必要そうに返事をいただいたような気がするんですけど、

この金額を見ると拡充を図られないというふうに受けとめてしまうんですけど、やはりそ

うであるのか、その辺を確認しておきたいと思います。 
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それから、予算書の８６ページ、小学校費の目１学校管理費、節１３の委託費中で、一

番上、警備委託料というのがあります。警備委託料というのは、ここにありまして、ほか

の場所にも何カ所かありまして、全体的に金額が下がっているように感じるんですけれど、

何らかの要因があるのか、お尋ねをしておきたいと思います。 

それから、予算書の８７ページ、節１８の備品購入費の中でスクールバス購入費が設け

られておりまして、主要事業一覧の中にも掲げられていたもので、以前私もあんまりにも

ひどいなと思ったので、バスの更新について求めた経緯もありましたが、これは子ども達

が喜ぶ、町としてあるべき責任を果たすというものかなというふうに感じております。こ

のスクールバスの購入なんですが、規模は現在使われているものと同じものであるのか、

確認をしたいと思います。 

それから、主要事業一覧に掲げている予算額と差があるんですけども、予算書に書かれ

ている金額との差があるんですけど、それは何に当たるのか確認をしておきたいと思いま

す。 

反保委員長 山路課長。 

山路教育委員会事務局指導課長 スクールカウンセラーの報償費につきましては、次年度も今年度

と同じ額で予定しております。町の予算でつけているスクールカウンセラーと府から派遣

されているスクールカウンセラー、臨床心理士の資格を持った方と町の雇用している臨床

発達心理士の資格を持った方を有効に活用しながら相談業務の充実を図っていきたいと考

えております。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 先ほど小学校費の中で警備委託料の減が全体的にほかの警備

委託料と同様に全体的に下がっているという委員のご質問でしたが、今年度入札をしたと

ころ、全体的に総合的な警備委託として入札したころ安価となったことが原因になってお

ります。 

続いてスクールバスの件ですが、このバスにつきましては、同じ大きさの２５人乗りの

バスを購入予定としております。それで、先ほど言いましたスクールバスの購入費６６７

万８，０００円で、施策の事業費となぜ金額の差があるかという申し上げたものですが、

これについては、損害保険料とか、自動車リサイクル手数料、車両購入事務登録手数料ほ

か重量税等の差がございますので、ちょっと差が出てます。 

反保委員長 中原委員。 
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中原委員 スクールカウンセラーの報償費については、本年度と同じ規模で展開するということで、

ここに書かれている報償費以外にも相談の機会があるということをおっしゃいましたけど、

それは存じ上げての上での私問いかけなんですね。規模をぜひ広げていただきたいと、そ

れがどうしても必要だと思ってますので、これは早い時期にぜひ相談の機会をふやすこと

を真剣に検討していただきたいと思います。 

それから、予算書の８７ページ、教育振興費にかかわってお尋ねをします。 

毎回お聞きをしておりますが、就学援助を受けている子どもたちの数についてお尋ねし

ます。ここは小学校費になりまして、この先に中学校費でも同じように教育振興費として

就学援助にかかわる予算が計上されていますので、小学校、中学校あわせて数を確認した

いと思います。ちょっと過去の私が入手している数の確認もあわせて行いたいので、２０

１０年度からさかのぼって、すぐでないようでしたら、もう直近だけで結構ですけど、小

学校何人、中学校何人、また割合についてもお示しをいただけるとありがたいと思います。 

予算書の８９ページで、中学校費になるんですが、目１学校管理費の節１４使用料及び

賃借料の中に、以前の予算書と照らし合わせておりますと、以前は校外学習等入場料とい

うのが設けられておりまして、金額は尐ないものでありますけれども、これがなくなって

いるんですね。これは、何か理由があってのことなのか、確認をしたいと思います。 

予算書の９３ページから始める青尐年センター費にかかわってお尋ねをいたします。 

９４ページの節１１需用費の中に修繕料とありますが、翌年度においてはどういった修

繕をなさる状況か確認をしたいと思います。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 ２０１０年、平成２２年から答えたらよろしいんでしょうか。 

平成２２年度のまず小学校の準要保護児童なんですが１２１名、要保護が４名、割合に

ついては９．９％です。平成２３年度については、準要保護が１３１名、要保護が１名の

割合については１５．４％です。平成２４年の見込みにつきましては、準要保護が１２４

名、要保護が２名の１５．５％です。 

岬中学校につきましては、平成２２年が準要保護が６９名、要保護が３名の１６．１％

です。平成２３年度では、準要保護は６０名で要保護が２名の１４．１％です。平成２４

年見込みにつきましては、中学校が準要保護が７２名、要保護が４名の１７．５％です。 

この当初予算につきましては、見込んでいるのは準要保護が１２９名、要保護が３名、

これが小学校です。中学校につきましては７９名、３名で受け入れをしております。 
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校外学習の入場料の件なんですが、これについてなぜなくなったかということなんです

が、これについては、校外学習については、これは引率の先生のユニバーサルスタジオジ

ャパン、そこへ入る入場料が先生の分を負担しておりましたが、今後、遠足については、

そういう入場料のかからないようなところへという考えから今回なくなったものでござい

ます。 

反保委員長 一本理事。 

一本教育委員会事務局理事兼文化センター所長 修繕料の１０万３，０００円の内訳につきまして

は、これはどこを直すというものではございません。過去３年間の修繕代の平均値をとっ

ております。これによって、１年間の修繕費となっております。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 先ほど答弁の中で、就学援助の割合のところなんですが、平

成２２年を誤って小学校なんですが９．９％と申し上げましたが、割合は１４．２％言い

間違いました。申しわけございません、訂正させていただきます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 就学援助について、これは本会議でも私の考えについては申し上げたところであります

ので、あまり重ねて言うことは控えたいと思いますけれども、以前、対象になる基準が引

き下げられました。そのとき、一旦対象になる人数については下がっているんですけど、

その後やはり今確認させていただいても、割合も数もやはりふえてきているという結果と

なっておりますので、ぜひこれは必要な市町村として困窮する家庭の子どもたちにも学習

の機会を補償するという立場に立って、今後前向きに基準を広げるということや、現状の

基準は最低限守るということで責任を果たしていただきたいと要望しておきたいと思いま

す。 

反保委員長 副委員長。 

竹原副委員長 ８７ページ、小学校費の中で、これは節１９負担金、補助金の中に、一番下のとこ

ろに独立法人日本スポーツ振興センター共済掛金とあるんですけども、その共済保険なの

ですが、どのようなお支払いをしていただけるような保険なのか、一つちょっと教えてい

ただければと思います。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 学校の敷地内、また通学途上で児童が骨折したり、けがをし

たり、不慮の事故にあった場合に保険が出るものでございます。 
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反保委員長 ほかにございませんか。 

田島委員。 

田島委員 １点だけ確認します。 

９６ページ、目の共同調理場の部分で、節１１需用費、賄い材料費の部分で、これは恐

らく学校給食の賄い材料と思うんですけれども、学校給食で食材の安全性の確認方法はど

のようにされているのか。また、その賄い材料というのは、町内でどの程度調達している

か、その２点お願いしたいと思います。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 賄い材料費につきましては、放射能丸ごと検査等を学期ごと

に行って、放射能検査等を行っておるところでございます。また、町内の地産地消ではご

ざいませんが、７０％の購入を行っておるところでございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 ７０％を地産地消していただいたら、本当に地元としてはありがたいんですが、これ本

来７０％確保できてるかなというのは、ちょっと疑問点ですけど、実際、賄い材料費とい

うのは、お米も副食も全部あるんですけども。 

反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 もう一度再度確認させていただきたいと思いますので、後で

言います。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 それというのは、後でまたお聞きします。 

この給食も一つの学校教育の一つですので、ただ、時間来て食べなさいで終わってしま

ったのでは意味がないし、やはり自分が食べているのは他の命をもらって食べているんや

でとか、そういう給食の教育も必要ですので、そういうふうないろんな意味を含めて、そ

ういう給食時に指導されているのか、その点についていかがでしょうか。 

反保委員長 山路課長。 

山路教育委員会事務局指導課長 小学校、中学校各校においては、食に関する指導の全体計画を策

定している中で、家庭科の授業等また町の栄養教諭、多奈川小学校に配置しているんです

けれども、その栄養教諭が今言われたことも指導しております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 最後にお聞きするんですけども、この賄い材料費の窓口はどこになってるんでしょうか。 
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反保委員長 福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 給食費として学校のほうで徴収しております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 この賄い材料費を一括してどこが、そしたら、調理場のほうで個々持ってきたものを購

入するのか。一括して窓口はどこになりますか。 

反保委員長 教育次長。 

古谷教育次長 先ほどのご質問の意味もありましたんですけども、数字を今確認させてますけど、

ちょっと組織が変わったかもしれません、大阪府の学校給食会というのがございます。こ

れは、大阪市内にあっても、一番单の西の端の岬町にあっても、また量が尐なかっても、

同じ金額で入れていただけるという、この学校給食会というところの賄い材料費の購入が

一番多かったというふうに考えております。それについては、ちょっと確認させます。 

それと発注は、給食センターのほうでまとめてメニューも組みますので、それで必要な

数量を発注すると。町内の業者さんには、岬町の商工会さんが中心というかほとんどなん

ですけども、地元の八百屋さん、調味料とかも含めまして、地元で発注できるものは地元

へ発注していくという方向をとっております。また、お米につきましても、町内へ発注し

ております。給食会にも発注できるんですけども、なるべく町内の業者さんを使うという

方向ではやっております。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 そういうことで、やはり地元の生産者ということになれば商工会、やはり商工会のほう

にもそういう窓口をしていただいて、そしてともかく地元のものを食べていただくという

教育をしていただきたい、かように思います。後のパーセンテージについては、終わって

から、福井課長また後でお聞きします。 

反保委員長 竹原副委員長。 

竹原副委員長 ９４ページの保健体育総務費のところで一つお願いしたいんですが、スポーツ推進

員さん報酬１３人となっておりますが、自分が確認したところ現在１０名の方に一生懸命

頑張っていただいていると思っておりまして、３人増員される予定であるというふうに思

われるんですが、一生懸命頑張ってくれる人を選任していただきたいと思うのですが、そ

の点予定はあるのかないのか、１回お尋ねさせてもらおうと思います。 

反保委員長 竹下課長。 

竹下教育委員会事務局生涯学習課長 おっしゃるとおり、スポーツ推進員さんは現在１０人でござ
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います。予算化は一応１３人ということにしておりますが、今のところ、昨年委嘱といい

ますか任期がまいりまして、今年２年目ということで、来年度につきましては増員する予

定は今のところは持っておりません。 

反保委員長 竹原副委員長。 

竹原副委員長 前回のときに、昨年入っていただいた新しい方は、結構有能な方でいろんなところ

で活躍していただいております。それも見受けれますので、このような方を１３人分の予

算化されておるので、年度途中でもよろしいので、こういうような方を見出して、どんど

んと任命していただければと思います。それは要望。 

反保委員長 竹下課長。 

竹下教育委員会事務局生涯学習課長 現在は、そういう予定はございませんが、もちろんそういう

頑張っていただける方、ご推薦なりいただいて、いい方がおられれば委嘱については検討

していきたいというふうに考えております。 

反保委員長 竹原副委員長。 

竹原副委員長 スポーツ推進員さんというの、結構年齢が皆さん上の方が多いので、またその辺も

含めて選任のほうをよろしくお願いします。 

その次の段のグラウンド草刈り謝礼１万円、これ場所どこというのだけ確認させてくだ

さい。 

反保委員長 竹下課長。 

竹下教育委員会事務局生涯学習課長 これは、淡輪青尐年運動広場でございまして、相手のほうは

グラウンドゴルフ愛好会さんでございます。常に日ごろから草刈り等していただきまして、

それからさらには桜の木の消毒ですとか、そういう一般的な管理もしていただいておりま

す。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、教育費の質疑を終わります。 

続いて公債費に入ります。 

予算書の９７ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、公債費の質疑を終わります。 
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続いて諸支出金に入ります。 

予算書の９７ページ、９８ページをごらんください。ただし、９７ページの目海釣り公

園管理基金費は他の委員会の所管ですので除きます。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、諸支出金の質疑を終わります。 

続いて予備費に入ります。 

予算書の９８ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、予備費の質疑を終わります。 

以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

反対討論でございますか。 

中原委員。 

中原委員 いろいろ質問をさせていただいて、努力しておられるなと感じるところもありましたし、

これは必要な手立だなというふうに感じたところが大いにあったんですけれど、幾つかの

点で考えが大きく隔たりがあるということも改めて確認されたところでありまして、本委

員会に付託された予算案については、賛同できません。 

反保委員長 次に、賛成討論ございませんか。 

田島委員。 

田島委員 全般に質問に対して答弁については、私なりに納得した答弁をいただいたとかように思

います。この当初予算については、行革も入っている部分で、大変ご苦労をしてそういう

款、項、目、節の中で、本当にこれ以上節約するというところはないと私は判断しており

ますので、今回賛成ということで表明をしておきます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

竹原副委員長。 

竹原副委員長 賛成の立場で討論させていただきます。 

教育に関しましても、パソコンの環境等々前向きにどんどんと取り組んでいただいてい
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るなと思われるところが大きいですし、防災のことに関しましても、防災訓練を実施して

いただけるという点をまた評価させていただきまして賛成討論とさせていただきます。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第３号「平成２５年度岬町一般会計予算の件」のうち、本委員会に付託されました

案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

反保委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第３号のうち、本委員会に付託されました案件は可決されました。 

議案第４号「平成２５年度岬町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の件」についてを

議題とします。 

本件につきましては、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したい

と思います、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、予算書の１０９ページから１１８ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

田島委員。 

中原委員 先ほど一般会計の予算の中でも尐し質疑がありましたけれども、確認をさせていただき

たいと思います。 

償還が残っている方の人数は、先ほどの答弁だと２人ということになるのかなと思うん

ですけれど、そういう受けとめ方で間違いがないかということが一つ。 

反保委員長 答弁をお願いします。 

阪本課長。 

阪本（正）総務部人権推進課長 償還の残っている方は２名となっております。１名は２５年の１

１月で償還完了という予定になっております。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 今後、この特別会計は閉じて、一般会計の中で償還を行っていくということであります

けれども、償還の事務の担当はどこの部課になるのか、確認しておきたいと思います。 
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反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 先ほど、この会計におけます貸付金の償還を行っている方が２名で

ございまして、そのうちの１名につきましては、平成２５年１１月をもって償還完了とな

ります。もう１名につきましては、先ほど説明させていただいたとおり、若干経済的な理

由によりまして償還がおくれているところでございます。その償還事務につきましては、

２６年度以降につきましては、引き続き人権推進課で償還に係る事務を行ってまいりたい

と考えております。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 これまでも丁寧に対応をしながら、生活に困窮されている方の実態を把握しながら分納

を進めてもらうという実務についてお聞かせはいただいていたところでありますので、引

き続き丁寧に進めていただいて、最後まで責任をもって行っていただきたいと要望してお

きたいと思います。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第４号「平成２５年度岬町住宅新築資金等貸付事業特会計予算の件」について、原

案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第４号は、本委員会において可決されました。 

先ほどの田島委員の質問に対する答弁が間違いが出ましたので、福井課長から訂正の答

弁がございます。 

福井課長。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 先ほどの賄い材料費の状況ですが、平成２３年度におきまし

ては、実績で６，１５３万７，０００円ありました。そのうち、先ほど次長が説明しまし
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た財団法人大阪府学校給食会が２，５３３万２，０００円、ほか岬町につきましては、商

工会物資納入組合が１，９５４万５，０００円、岬米穀小売店が４３０万７，０００円、

西田製パン所さんが１，０５２万円であります。それを、町の分を合計しますと、約２，

５００万円ですので、町の割合につきましては約４１％でございます。 

反保委員長 田島委員。 

田島委員 了解しました。４１％、まだまだもっと努力していただいて、地産地消に一つ要望して

おきます。 

反保委員長 それでは元に戻ります。 

議案第１１号「平成２５年度岬町淡輪財産区特別会計予算の件」から議案第１３号「平

成２５年度岬町多奈川財産区特別会計予算の件」までの３件を一括議題としたいと思いま

す。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、議案第１１号から議案第１３号の３件については、一括議題とします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 予算書の２３４ページから２６９ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、３件についての質疑を終わります。 

続いて、議案第１１号「平成２５年度岬町淡輪財産区特別会計予算の件」について、討

論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第１１号「平成２５年度岬町淡輪財産区特別会計予算の件」について、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１１号は、本委員会において可決されました。 

議案第１２号「平成２５年度岬町深日財産区特別会計予算の件」について、討論を行い

ます。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第１２号「平成２５年度岬町深日財産区特別会計予算の件」について、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１２号は、本委員会において可決されました。 

議案第１３号「平成２５年度岬町多奈川財産区特別会計予算の件」について、討論を行

います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第１３号「平成２５年度岬町多奈川財産区特別会計予算の件」について、原案のと

おり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１３号は、本委員会において可決されました。 

福井課長より。 

福井教育委員会事務局学校教育課長 何回も失礼します。 

先ほど、後から賄い材料費の分で岬町の占める割合を２，５００万円、トータルはあっ

ていたんですが、内訳の部分で西田製パン所さんの分につきまして、１，０５０万２，０

００円と私先ほど申して申しわけございませんでした。１０５万２，０００円で、合計は

約２，５００万円は変わりございません。占める割合は４１％で変わりません、大変申し
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わけございません、失礼しました。 

反保委員長 それでは、続けます。 

議案第１９号「岬町男女共同参画推進条例を制定する件」について、議題とします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 男女共同参画の推進を目指して、こういった条例を設置していくということについては、

必要なことだと認めるものでありますが、ちょっとお尋ねしたいのが、委員会資料でいき

ますと１４ページに第１２条というのがありまして、附属機関等における委員の構成とい

うことで、設置している委員会とか、審議会とか、そういうものも対象になるのかなと思

うんですけど、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の１０分の４未満にならないよ

う努めなければならないということが書かれております。 

まず確認なんですが、この書かれていることの意味、私の理解が間違いがないか確認す

るんですけど、町が事務局等になって、いろいろな委員会とか、懇談会とか、審議会とか、

いろんなものが設けられていますけれども、それの全てがこの附属機関等という中に入る

というふうにとらえていいんでしょうか。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（正）総務部人権推進課長 委員のおっしゃるとおりで、審議会等及び委員も含まれておりま

すので、附属機関等の委員には町が要綱などで設置しております審議会とかの委員も含ん

でおります。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 そうしましたら、委員会とか、審議会とか、懇話会とかそういう名前でやっているのも

含まれるのかもわかりませんけれど、それは私全部把握をしておりませんので、そういっ

た組織というか、集合体と言いますか、そういったものは現時点で幾つぐらいあるものな

んでしょうか。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（正）総務部人権推進課長 今手持ち資料がございませんので、またお答えしたいと思います。 

反保委員長 中原委員。 
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中原委員 そうしましたら、後ほどで結構ですので、そういった組織の数とあわせて、この条件を

満たしている組織がどれぐらいあるのかお聞きしておきたいと思います。これは、委員会

終わってからでも結構ですので。 

反保委員長 後で中原委員にお願いします。 

川端委員。 

川端委員 私も欲しいんですけども、その書類を。今現在、その条件を満たしてないのが幾つかあ

るかということも、ちょっと今はわかりませんか。 

反保委員長 阪本課長。 

阪本（正）総務部人権推進課長 その資料も今持っておりませんので、また報告させていただきま

す。 

反保委員長 川端委員。 

川端委員 ここでは一応努めなければならないというふうに書いてますし、計画、これから計画も

次の１０年の計画もまた出てきますので、またしっかりと意見を述べたいと思います。 

反保委員長 白井部長。 

白井総務部長兼財政改革部長 この附属機関等におけます委員の男女の比率の問題ですが、これの

４０％という根拠につきまして、本会議のほうでも説明させていただきましたが、国が第

３次の男女共同参画基本計画をつくっておりまして、平成３２年の目標値として４０％の

数字を掲げております。大阪府また本町等におきましても、なかなかその目標を達成して

ない状況にありますので、それらを踏まえた上で４０％という数字を目標値として掲げた

ものでございますので、こうした状況をご理解願いたいと思います。 

なお、その各審議会の男女比率とか、その内容に係る具体的な資料につきましては、今

担当におきまして調査いたしまして、また後でご報告させていただきます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 先ほど資料を求めたところでありますけれども、せっかくなので、より深く把握したい

と思いますので、数だけじゃなくてこの附属機関等というのにあたる委員会だとか、審議

会だとか、懇話会だとか、その名称を全部あげていただいて、その中の男女比をそれぞれ

表示していただくと、そうしていただいたらすごく勉強になるんじゃないかなということ

を今思いついてしまったんですよ。 

だから、ご苦労をおかけするんですけど、そんなことを、そういう資料をぜひいただき

たいなと。今、白井部長からお話しあったとおり、今後の目標に向けてということで、努
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力は恐らくしていかれるということで、もちろん条例を提案してこられていることでしょ

うから、やはり目標を具体的に見定める必要もありますので、そういう詳細な資料を求め

たいと思います。そんなに大急ぎじゃなくて結構ですので、お願いしたいと思います。 

反保委員長 中原委員の先ほどの要望ございましたけど、資料、またよろしくお願いいたします。 

時間のほうは、すぐでもなしに、確実な資料でお願いいたします。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

賛成で、反対ございませんか。 

川端委員。 

川端委員 賛成の立場で、条例が制定されることで岬町の男女共同参画社会が大きく推進できるこ

とを期待しまして賛成といたします。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第１９号「岬町男女共同参画推進条例を制定する件」について、原案のとおり可決

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

反保委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１９号は、本委員会において可決されました。 

議案第２８号「障害者自立支援法の改正に伴う関係条例の整理に関する件」について、

議題とします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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反保委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

中原委員、反対でしょうか、賛成でしょうか。 

中原委員 反対です。 

障害者総合支援法に基づく改定ということになりますので、総合支援法そのものに反対

の立場でありますから、それに伴う改定にも反対です。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第２８号「障害者自立支援法の改正に伴う関係条例の整理に関する件」について、

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

反保委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第２８号は、本委員会において可決されました。 

議案第２９号「非常勤の職員の報酬及び費用弁済に関する条例の一部を改正する件」に

ついて、議題とします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

反保委員長 それでは、質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料に特別顧問設置規則案についてもあわせて配られておりますので、それを見

せていただくと、尐しわかりやすくはなったんですが、私がよくわからないのは、なぜこ

ういう方というか、どうしてこういう制度を設置されるのか、どうしても今これが必要な

んだということがちょっとわからないので、そのあたりについて説明をいただきたいとい

うことと、それから、規則の第４条で、特別顧問は次に掲げるもののうちから、町長が委

嘱するというふうに書かれておりますけれども、具体的に想定している職種と言いますか、

そういうことをどういう方に来ていただこうと思っているということがあればお聞きをし
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ておきたいと思います。 

反保委員長 保井理事。 

保井まちづくり戦略室理事 この町政特別顧問の設置につきましては、規則にもありますように、

本町重要施策を迅速かつ適正に推進し、町政の円滑な運営を図るために設けるものでござ

います。 

今後、権限移譲また新しい法律等によって、町の重要施策が新たに生じる可能性もござ

いますが、当面２５年度につきましては、岬町暴力団等の排除に関する条例による施策の

円滑な実施のために、特別顧問を設置したいという具体的な重要施策に適用しながら、設

けるための今回の措置でございます。 

反保委員長 中原委員。 

中原委員 今お答えをいただきましたが、尐し具体的な中身として、町の重要施策の一つとして、

暴力団排除の問題というふうに述べられました。この問題の重要性は、私も理解するとこ

ろなんですが、現時点で岬町内において被害を受けているとか、何か問題になっているよ

うなことがあるんでしょうか。この暴力団排除の問題にかかわって、お願いします。 

反保委員長 单室長。 

单まちづくり戦略室長 現在、まちづくり戦略室で把握している部分につきましては、暴力団等で

問題になっているというのはございません。 

反保委員長 ほかにございませんか。 

竹原副委員長。 

竹原副委員長 先ほどお聞きした関連なんですけども、暴力団の対策以外に、こういう方をという

のを想定されているというのは、特にございませんでしょうか。 

反保委員長 保井理事。 

保井まちづくり戦略室理事 当面に関しましては、新たに設けました岬町暴力団等の排除に関する

条例の適正な執行のために努めていきたいと考えております。 

反保委員長 それでは、質疑を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論ございませんか。 

田島委員。 

田島委員 賛成です。 

反保委員長 まず、反対。 
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中原委員。 

中原委員 賛成、反対に分けると、反対の部分になってしまうので、賛成しかねるというぐらいの

ところに私の気持ちはあるんですけれど、ちょっと今さっきの説明を聞くと、暴力団排除

の問題が重要な施策だと、そこは一致するんですよ。ただ、現時点で岬町内で問題になっ

ていることは把握していないということでありまして、そんな大層な金額ではないんです

けれども、今配置するということが理解しがたい点がありますので、賛同できないです。 

反保委員長 次に賛成討論。 

田島委員。 

田島委員 この本件については、過日条例制定の部分で説明受けたんですけども、それによって、

今回この特別顧問設置規則案ということであげてきたんですけども、当然、そういう条例

を制定するならば、やはり行政のみの相談じゃなしに、それやはり関連する部分が必要で

すので、行政マンだけでは擬律判断できないとかように思いますので、やはり八百屋の問

題を魚屋の大将に聞くわけにいかんし、やはり個々専門の知識を持った方を、やはり相談、

特別顧問に置くべきということで、せっかく住民のためにこしらえた条例を、その判断間

違ってしまったら大変なことになりますので、これはやはり慎重な対応の設置規則案と思

いますので、私は当然、やはり専門知識持った方に相談かけるということが望ましいと思

う。 

ただ、金額的に２万５，０００円というのに最初びっくりしたんですけども、２万５，

０００円というのは、日額であっても毎日じゃなしに、その事案が発生したときに尋ねる

ということですので、これは私としたら反対すべき立場じゃございませんので、やはり一

応こういう顧問置くべきということで、間違った判断されたら困りますので、これについ

ては賛成をいたします。 

反保委員長 竹原副委員長。 

竹原副委員長 私も賛成のほうなんですけども、やはり特別顧問という役職を岬の町長から任命す

ることで、一生懸命頑張っていただけると思いますので、各部門のスペシャリスト、岬町

にはこれから重要な案件、道の駅なり、深日港の活性化なり、いろいろな分野で意見を求

めていただくことが多くなってくると思いますので、そういうふうなところにも参画して

いただけるような特別顧問がおればいいなとも思いますので、賛成討論とさせていただき

ます。 

反保委員長 その他ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

反保委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第２９号「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する件」に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

反保委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第２９号は、本委員会において可決されました。 

以上で、本委員会に付託を受けました議案１０件については、全て議了しました。 

本日の審査経過及び結果については、次の本会議において委員長報告を行いますので、

委員の皆様のご協力をお願いします。 

これで、総務文教委員会を閉会します。 

（午後 ３時４９分 閉会） 
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